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史
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③
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［論
文
要
旨
一

　
薬
子
の
変
に
つ
い
て
は
、
藤
原
薬
子
・
仲
成
の
役
割
を
重
視
し
て
き
た
旧
説
に
対
し
て
、
近
年
で

は
平
城
上
皇
の
主
体
性
を
評
価
す
る
見
方
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
「
薬
子
の
変
」
で
は

な
く
、
「
平
城
太
上
天
皇
の
変
」
と
呼
称
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
も
強
く
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、

平
城
上
皇
の
主
体
性
を
強
調
す
る
こ
と
と
、
薬
子
・
仲
成
の
動
き
を
重
視
す
る
こ
と
と
は
、
必
ず
し

も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
私
は
前
稿
に
お
い
て
、
皇
位
継
承
に
関
す
る
桓
武
の
遺
勅
が
存
在
し

た
可
能
性
を
指
摘
し
、
平
城
上
皇
に
よ
る
神
野
親
王
廃
太
子
計
画
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
私
見

に
よ
る
と
、
薬
子
の
変
も
こ
の
桓
武
の
遺
勅
を
前
提
と
す
る
神
野
廃
太
子
計
画
と
↓
連
の
動
き
の
な

か

で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
研
究
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
平
城
・
嵯
峨
両
派
官
人
の
動
向
に
再
検
討
を
加
え
、
薬
子

の
変
に
い
た
る
原
因
と
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
本
稿
の
結
論
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
桓
武
天
皇
は
死
去
の
さ
い
に
、
安
殿
・
神
野
・
大
伴
の
三
親
王
が
各
一
〇
ヶ
年
ず
つ
統
治
す
べ
き

こ
と
を
遺
勅
し
た
が
、
平
城
は
こ
れ
を
破
っ
て
、
第
三
子
の
高
岳
親
王
を
皇
位
に
つ
け
よ
う
と
し
、

神
野
親
王
の
廃
太
子
を
計
画
し
た
。
薬
子
の
変
の
遠
因
は
神
野
廃
太
子
計
画
に
も
通
じ
る
こ
の
皇
位

継
承
問
題
で
あ
り
、
平
城
の
即
位
前
後
か
ら
平
城
派
と
嵯
峨
派
の
両
派
官
人
の
対
立
は
は
じ
ま
っ
て

い
た
と
み
ら
れ
る
。

　
神
野
の
廃
太
子
に
失
敗
し
た
平
城
は
、
三
年
ほ
ど
の
治
世
で
譲
位
し
た
。
こ
れ
は
嵯
峨
が
一
〇
ヶ

年
統
治
し
た
の
ち
平
城
が
数
年
間
復
位
し
て
、
高
岳
へ
の
皇
位
継
承
を
よ
り
確
実
に
し
よ
う
と
の
意

図
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
嵯
峨
が
平
城
の
こ
の
提
案
を
拒
絶
し
た
た
め
、
平
城
は
譲
位
し
た
こ

と
を
後
悔
し
は
じ
め
、
嵯
峨
側
と
の
対
立
を
さ
ら
に
深
め
て
い
っ
た
。

　
薬
子
の
変
の
直
前
に
は
、
平
城
派
の
官
人
が
衛
府
や
要
衝
国
の
国
司
に
任
じ
、
か
つ
て
北
陸
道
観

察
使
で
あ
っ
た
藤
原
仲
成
ら
が
越
前
方
面
な
ど
で
平
城
派
の
勢
力
拡
大
に
努
め
て
い
た
。
こ
の
た
め

嵯
峨
側
は
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
九
月
、
平
城
派
官
人
の
衛
府
や
国
司
の
任
を
解
き
、
彼
ら
を
辺
遠

国
に
左
遷
す
る
と
と
も
に
、
自
派
の
官
人
で
衛
府
と
要
衝
国
を
固
め
た
。
ま
た
伊
勢
・
近
江
・
美
濃

三
国
の
国
府
と
故
関
に
遣
使
し
て
鎮
固
し
、
平
城
側
の
蜂
起
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
に
成
功
し
た
。

　
薬
子
の
変
で
は
越
前
・
近
江
・
伊
勢
方
面
に
勢
力
を
扶
植
し
た
仲
成
の
活
動
が
突
出
し
て
お
り
、

平
城
の
藩
邸
の
旧
臣
の
多
く
は
平
城
に
同
調
し
な
か
っ
た
。
変
に
お
け
る
平
城
上
皇
の
主
体
性
は
否

定
で
き
な
い
が
、
薬
子
ら
の
父
種
継
の
復
権
・
顕
彰
が
図
ら
れ
た
事
実
や
、
薬
子
・
仲
成
の
係
累
が

乱
後
も
長
く
許
さ
れ
な
か
っ
た
事
実
を
勘
案
す
る
と
、
薬
子
・
仲
成
が
や
は
り
中
心
的
な
役
割
を
果

た
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
な
い
訳
に
は
ゆ
か
な
い
。

　
平
城
上
皇
や
薬
子
・
仲
成
に
と
っ
て
、
王
都
・
王
統
に
関
す
る
桓
武
の
構
想
は
否
定
す
べ
き
も
の

で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
遺
命
を
無
視
し
て
、
高
岳
立
太
子
を
実
現
し
、
平
城
遷
都
を
計
画
し
た
の

で

あ
る
。
薬
子
の
変
は
桓
武
の
構
想
を
肯
定
す
る
か
否
定
す
る
か
の
戦
い
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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は

じ
め
に

　
平
安
京
遷
都
か
ら
一
六
年
後
、
桓
武
天
皇
の
死
か
ら
四
年
後
の
弘
仁
元
年
（
八
一

〇
）
九
月
、
平
城
上
皇
は
平
城
京
へ
の
遷
都
命
令
を
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
平

安
宮
に
拠
る
嵯
峨
天
皇
側
が
、
上
皇
側
近
の
藤
原
薬
子
・
仲
成
を
非
難
す
る
詔
書
を

発

し
、
平
城
派
官
人
の
左
遷
人
事
を
発
表
す
る
と
、
上
皇
側
は
畿
内
と
紀
伊
国
の
兵

を
徴
発
し
、
東
国
に
向
か
わ
ん
と
し
た
。
嵯
峨
天
皇
側
と
平
城
上
皇
側
の
こ
の
衝
突

事
件
を
薬
子
の
変
と
呼
ぶ
。

　
事
件
の
主
導
者
に
つ
い
て
は
、
藤
原
薬
子
・
仲
成
の
役
割
を
重
視
し
て
き
た
旧
説

に
対
し
て
、
近
年
で
は
平
城
上
皇
の
主
体
性
を
評
価
す
る
見
方
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
。

こ
れ
に
伴
い
、
「
薬
子
の
変
」
で
は
な
く
、
「
平
城
太
上
天
皇
の
変
」
と
呼
称
す
べ
き

で

あ
る
と
の
意
見
も
強
く
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
平
城
上
皇
の
主
体
性
を
強
調
す

る
こ
と
と
、
薬
子
・
仲
成
の
動
き
を
重
視
す
る
こ
と
と
は
、
必
ず
し
も
矛
盾
す
る
も

の

で

は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
薬
子
・
仲
成
の
役
割
に
改
め
て
注
目
す
る
必
要
が
あ

る
と
思
う
。

　

ま
た
、
私
は
前
稿
に
お
い
て
、
皇
位
継
承
に
関
す
る
桓
武
の
遺
勅
が
存
在
し
た
可

能
性
を
指
摘
し
、
平
城
上
皇
に
よ
る
神
野
親
王
廃
太
子
計
画
に
つ
い
て
考
察
を
加
え

く1
）た

。
私
見
に
よ
る
と
、
薬
子
の
変
も
こ
の
桓
武
の
遺
勅
を
前
提
と
す
る
神
野
廃
太
子

計
画
と
一
連
の
動
き
の
な
か
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
以
下
、
研
究
史
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
埋
も
れ
た
重
要
論
文
を
発
掘
し

て
、
平
城
・
嵯
峨
両
派
官
人
の
動
向
を
検
討
し
な
が
ら
、
薬
子
の
変
に
い
た
る
背
景

と
原
因
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

0
研
究
史
と
そ
の
問
題
点

薬
子
の
変
を
め
ぐ
っ
て
は
、
背
景
に
あ
る
官
人
層
の
対
立
、
平
城
上
皇
の
主
体
性
、

事
件
の
原
因
と
契
機
な
ど
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
多
く
の
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
。

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
研
究
史
を
回
顧
し
な
が
ら
、
そ
の
要
点
と
問
題
点
を
ま
と
め

　
　
　
　
（
2
）

て

お
き
た
い
。

（
1
）
背
景
と
な
る
官
人
層
の
対
立

　
川
上
多
助
氏
は
、
薬
子
・
仲
成
は
平
城
譲
位
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
権
勢
を
失
う

こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
上
皇
の
健
康
が
回
復
す
る
に
従
い
、
再
び
上
皇
を
皇
位
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

け
、
昔
日
の
夢
を
く
り
返
そ
う
と
し
た
と
述
べ
る
。
薬
子
・
仲
成
の
動
き
に
主
眼
を

置
い
た
古
典
的
な
通
説
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
門
脇
禎
二
氏
は
、
律
令
体
制

の

原
則
的
施
行
を
政
治
方
針
ど
し
た
平
城
上
皇
側
と
、
そ
れ
に
反
対
す
る
嵯
峨
天
皇

側
の
対
立

を
想
定
し
、
薬
子
の
変
に
先
立
つ
政
界
の
分
裂
が
変
の
規
定
的
要
因
で
あ

　
　
　
　
　
　
　

る
と
論
じ
た
。
ま
た
大
塚
徳
郎
氏
は
、
伊
予
親
王
事
件
で
一
応
の
成
功
を
み
た
藤
原

仲
成
ら
の
陰
謀
は
、
さ
ら
に
そ
の
勢
力
の
拡
大
を
は
か
る
た
め
に
、
平
城
上
皇
と
嵯

峨
天
皇
の
対
立
を
激
化
さ
せ
、
薬
子
の
変
を
引
き
起
こ
し
た
と
す
る
。
ま
た
、
薬
子
・

仲
成
ら
は
上
皇
の
再
任
を
は
か
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
式
家
の
勢
力
を
挽
回
せ
ん
と
し

　
　
　
　
　
　
ら
　

た
と
も
述
べ
る
。
藤
原
式
家
に
よ
る
政
変
と
位
置
づ
け
る
説
で
あ
る
。

　
佐
藤
虎
雄
氏
は
、
桓
武
天
皇
が
安
殿
親
王
よ
り
も
神
野
親
王
を
嘱
望
し
た
こ
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
）

ど
か
ら
、
平
城
派
と
嵯
峨
派
と
の
反
目
は
早
く
か
ら
芽
生
え
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
安
殿
・
神
野
両
親
王
の
側
近
者
を
分
析
し
た
目
崎
徳
衛
氏
は
、
当

初
か
ら
官
人
層
が
判
然
と
分
裂
抗
争
し
て
い
た
と
す
る
の
は
考
え
す
ぎ
で
あ
る
と
す

る
。
平
城
朝
の
諸
施
策
が
初
期
の
嵯
峨
朝
に
も
大
部
分
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

薬
子
の
変
の
原
因
と
し
て
は
、
平
城
退
位
後
の
仲
成
・
薬
子
の
挙
動
が
大
き
な
比
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ね

を
も
っ
て
く
る
と
主
張
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
一
方
、
佐
伯
有
清
氏
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
平
城
即
位
後
、
神
野
親
王
が

皇
太
弟
と
な
っ
た
の
は
桓
武
の
遺
命
に
よ
る
。
し
か
し
、
平
城
は
阿
保
親
王
を
皇
太

子

に
立
て
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
平
城
が
即
位
を
逡
巡
し
た
の
は
、
皇
太
子
を
誰
に

す
る
か
と
い
う
問
題
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
大
同
元
年
九
月
末
頃
に
平
城
は
神
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野
廃
太
子

を
計
画
し
た
が
失
敗
し
た
。
二
人
の
兄
弟
の
不
和
対
立
お
よ
び
側
近
の
対

立

は
平
城
即
位
以
前
に
遡
り
、
延
暦
一
五
年
前
後
か
ら
、
桓
武
・
神
野
・
藤
原
氏
の

派

と
安
殿
・
神
王
・
仲
成
・
薬
子
の
派
と
の
対
立
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た

長
年
に
わ
た
る
対
立
を
背
景
に
、
嵯
峨
の
重
病
が
直
接
の
契
機
と
な
っ
て
、
平
城
側

が
蜂
起
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上

に
あ
げ
た
佐
伯
説
は
、
皇
位
継
承
問
題
を
主
因
と
す
る
安
殿
・
神
野
両
派
の

根
深
い
対
立

を
想
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
稿
に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
こ
の
視
角

を
継
承
す
る
。
目
崎
氏
の
指
摘
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
安
殿
・
神
野
両
親
王
の
間
に
溝

が

あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
両
者
の
側
近
官
人
の
間
に
も
大
き
な
対
立
が
あ
っ
た

と
す
る
門
脇
・
佐
藤
・
佐
伯
氏
ら
の
所
論
を
支
持
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

こ
の
他
、
林
陸
朗
氏
は
、
平
城
朝
独
自
の
特
色
あ
る
制
度
で
あ
る
諸
道
観
察
使
を

め

ぐ
る
動
き
か
ら
、
薬
子
に
操
ら
れ
る
平
城
上
皇
と
嵯
峨
天
皇
と
の
対
立
が
深
刻
化

　
　
　
　
（
9
）

し
た
と
述
べ
、
渡
辺
直
彦
氏
は
、
嵯
峨
が
重
病
に
な
る
と
、
こ
の
機
を
巧
み
に
と
ら

え
た
薬
子
・
仲
成
が
上
皇
に
重
詐
を
す
す
め
、
上
皇
も
ま
た
遷
都
に
擬
し
た
と
説
い

　
　
（
1
0
）

て

い
る
。

　
以
上

に
紹
介
し
た
諸
説
は
、
律
令
体
制
と
反
律
令
体
制
の
図
式
を
描
く
門
脇
説
、

藤
原
式
家
の
勢
力
挽
回
に
力
点
を
置
く
大
塚
説
、
側
近
官
人
の
対
立
を
想
定
す
る
佐

藤
・
佐
伯
両
説
、
皇
位
継
承
問
題
を
根
底
に
す
え
る
佐
伯
説
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
論

点
を
有
す
る
も
の
の
、
薬
子
の
変
が
藤
原
薬
子
・
仲
成
の
主
体
的
な
働
き
か
け
に
よ
っ

て

発
生

し
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
共
通
認
識
を
有
し
て
い
る
と
い
っ

て

よ
い
。
］
九
六
〇
年
代
初
頭
ま
で
は
こ
う
し
た
「
薬
子
の
変
」
史
観
が
一
般
的
で

あ
っ
た
。

（
2
）
平
城
上
皇
の
主
体
性

　
北

山
茂
夫
氏
は
、
平
城
再
起
の
企
て
は
薬
子
・
仲
成
の
野
望
に
発
し
て
い
る
と
こ

ろ
が
多
い
に
し
て
も
、
上
皇
の
決
断
に
す
べ
て
は
か
か
っ
て
い
た
と
す
る
。
『
日
本
後

紀
』
は
平
城
と
嵯
峨
の
紛
争
を
す
べ
て
薬
子
・
仲
成
の
罪
状
に
帰
し
て
、
あ
く
ま
で

上
皇
の
立
場
を
擁
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
上
皇
は
薬
子
・
仲
成
に
操
ら
れ
る
塊

偲
で
は
あ
り
え
ず
、
行
動
の
主
体
は
あ
く
ま
で
も
上
皇
そ
の
人
に
あ
っ
た
と
評
価
し

　
　
（
1
1
）

て

い

る
。
北
山
論
文
は
そ
の
表
題
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
薬
子
の
変
を
「
平
城
太

上
天

皇
の
変
」
と
表
現
し
、
変
の
主
役
が
平
城
上
皇
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
も

の

で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
見
方
は
次
第
に
浸
透
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
、
佐
藤

宗
諄
氏
も
、
乱
の
本
質
は
上
皇
が
そ
の
最
高
の
権
力
者
と
し
て
遷
都
を
決
行
し
、
兵

士

を
徴
発
し
、
官
人
の
任
免
権
を
行
使
し
た
こ
と
が
、
も
う
一
人
の
最
高
権
力
者
と

し
て
の
天
皇
の
利
害
と
対
立
し
た
こ
と
で
あ
る
と
し
、
「
薬
子
の
変
」
は
や
は
り
「
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

城
上
皇
の
変
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

　

同
様
の
観
点
か
ら
、
北
山
説
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
の
が
橋
本
義
彦
氏
で
あ
る
。

橋
本
説

は
現
在
の
通
説
の
地
位
を
占
め
て
い
る
の
で
、
そ
の
論
拠
を
丁
寧
に
み
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

き
た
い
。
橋
本
説
の
要
旨
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
『
日
本
後
紀
』
所
載
の
嵯
峨
の
詔
書

は
、
平
城
遷
都
計
画
や
伊
予
親
王
事
件
な
ど
、
す
べ
て
の
「
悪
事
」
の
責
任
を
薬
子
・

仲
成
に
負
わ
せ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
上
皇
を
極
力
か
ば
っ
て
い
る
姿
勢
が
読
み
取

れ
、
素
直
に
納
得
で
き
な
い
面
が
あ
る
。
し
か
し
、
詔
書
に
お
い
て
告
発
さ
れ
て
い

る
薬
子
・
仲
成
の
罪
状
な
る
も
の
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
真
実
性
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う

か
。　

第
］
に
、
平
城
遷
都
を
「
奏
し
勧
め
」
た
こ
と
が
あ
る
が
、
桓
武
の
新
都
造
営
を

強
力
に
推
進
し
た
の
は
薬
子
・
仲
成
の
父
種
継
で
あ
っ
た
か
ら
、
平
城
遷
都
は
種
継

の
命
を
か
け
た
事
業
を
ま
っ
た
く
無
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
薬
子
ら
が
父
の
功
業
を

無
に
し
て
ま
で
平
城
遷
都
を
推
進
す
る
理
由
は
見
あ
た
ら
な
い
。

　
第
二
に
、
伊
予
親
王
事
件
で
「
虚
詐
事
」
を
も
っ
て
親
王
母
子
を
無
実
の
罪
に
陥

れ

た
こ
と
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
事
件
発
生
の
時
点
で
は
、
薬
子
・
仲
成
の
名
前

は

ま
っ
た
く
出
て
お
ら
ず
、
後
年
薬
子
の
変
に
際
し
、
宣
命
で
仲
成
・
薬
子
を
断
じ

て

い

る
。
こ
の
告
発
は
い
か
に
も
唐
突
で
、
ど
こ
ま
で
信
用
し
て
よ
い
か
疑
問
で
あ

る
。
『
類
聚
国
史
』
巻
二
五
所
載
の
平
城
崩
伝
で
は
「
位
を
嗣
ぐ
の
初
、
弟
親
王
子
母

を
殺
し
」
と
、
第
一
に
平
城
の
責
任
を
追
及
し
て
い
る
。
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第
三
に
、
桓
武
天
皇
が
『
続
日
本
紀
』
か
ら
削
除
し
た
「
崇
道
天
皇
と
贈
太
政
大

臣
藤
原
朝
臣
（
種
継
）
と
好
か
ら
ぬ
事
」
の
記
述
を
復
活
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
桓

武
が
削
除
さ
せ
た
部
分
が
な
い
と
、
事
件
の
発
端
も
結
末
も
ま
っ
た
く
不
明
で
、
歴

史
叙
述
の
体
を
な
さ
な
い
。
平
城
の
眼
に
は
、
甚
だ
不
完
全
な
記
述
で
あ
り
、
当
然

修
復
す
べ
き
も
の
と
映
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
く
、
一
方
的
に
仲
成
ら
の
責
任

で
あ
る
と
決
め
つ
け
る
の
は
公
正
を
欠
く
。

　
以
上
の

よ
う
な
理
由
か
ら
、
橋
本
氏
は
「
（
こ
の
）
変
乱
の
中
心
は
や
は
り
平
城
太

上
天

皇
で
あ
り
、
こ
の
事
件
に
薬
子
の
名
を
冠
す
る
の
は
適
切
で
な
い
と
思
う
」
と

締
め

く
く
っ
て
い
る
。
北
山
・
橋
本
両
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
、
薬
子
の
変
に
関
す
る

『
日
本
後
紀
』
記
事
の
批
判
的
な
検
討
が
進
み
、
変
に
お
け
る
平
城
上
皇
の
主
体
性
を

強
調
す
る
論
調
が
通
説
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
所
論
は
上
皇

の
主
体
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
薬
子
・
仲
成
の
動
き
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
変
の
本
質
を
か
え
っ
て
見
失
わ
せ
る
結
果
を
生
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

の
意
味
で

は
、
北
山
説
や
橋
本
説
を
検
討
し
た
上
で
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

が
、
瀧
浪
貞
子
氏
の
研
究
が
対
照
的
な
論
点
を
提
供
し
て
い
る
。

　
瀧

浪
氏
は
、
平
城
上
皇
の
別
宮
が
平
安
宮
外
の
平
城
宮
に
営
ま
れ
、
上
皇
権
力
の

拠
点
と
し
て
機
能
し
は
じ
め
た
こ
と
が
、
薬
子
の
変
の
大
き
な
原
因
で
あ
る
と
し
、

平
城
還
都
の
背
景
に
仲
成
・
薬
子
の
異
常
と
も
い
う
べ
き
執
念
を
読
み
取
る
。
す
な

わ
ち
、
桓
武
天
皇
は
種
継
が
中
心
と
な
っ
て
造
営
し
た
長
岡
京
を
放
棄
し
て
平
安
京

へ
遷
都
し
た
が
、
こ
れ
は
父
の
努
力
を
無
に
す
る
措
置
で
あ
り
、
仲
成
ら
に
と
っ
て

平
安
京
は
否
定
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
桓
武
は
『
続
日
本
紀
』
か
ら
早

良
親
王
配
流
記
事
を
削
除
し
た
が
、
仲
成
・
薬
子
ら
は
父
種
継
の
復
権
を
意
図
し
て

記
事
を
復
元
し
た
。
彼
ら
兄
妹
の
行
為
は
桓
武
へ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
抵
抗
で
あ
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
瀧

浪
氏
の
主
張
は
、
橋
本
義
彦
氏
の
あ
げ
る
論
拠
の
う
ち
、
第
一
点
と
第
三
点
に

対
す
る
反
証
と
な
り
う
る
。
橋
本
氏
は
第
一
点
と
し
て
、
桓
武
の
新
都
造
営
を
強
力

に
推
進
し
た
の
は
種
継
で
あ
っ
た
と
す
る
が
、
種
継
が
推
進
し
た
の
は
長
岡
京
の
造

営
で

あ
っ
て
、
平
安
京
造
営
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
平
安
京
か
ら
平
城
京
へ
遷

都
す
る
こ
と
は
、
種
継
の
命
を
か
け
た
事
業
を
無
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
は

疑
問
で
あ
る
。
瀧
浪
氏
の
い
う
よ
う
に
、
長
岡
京
を
廃
し
て
平
安
京
へ
遷
っ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
仲
成
・
薬
子
が
平
安
京
に
好
意
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
の
方
が

高
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
橋
本
氏
の
い
う
よ
う
に
、
薬
子
ら
が
平
城
遷
都
を
推

進
す
る
理
由
が
見
あ
た
ら
な
い
と
断
ず
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
橋
本
氏

は
第
三
点
と
し
て
、
『
続
日
本
紀
』
に
崇
道
と
種
継
の
記
事
を
復
活
し
た
の

は
平
城
天
皇
で
あ
る
か
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
、
橋
本
氏
自
身
も
指
摘
す
る
よ
う

に
、
仲
成
兄
妹
が
父
の
暗
殺
さ
れ
た
事
件
の
経
緯
を
明
示
す
る
記
事
が
削
ら
れ
た
こ

と
に
不
満
を
抱
き
、
そ
れ
を
復
活
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
と
み
た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

種
継
に

は
大
同
四
年
四
月
か
一
一
一
月
に
太
政
大
臣
が
贈
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
措
置

か

ら
も
薬
子
・
仲
成
の
意
向
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
瀧
浪
氏
の
い
う
よ
う
に
、

仲
成
ら
が
父
種
継
の
復
権
・
顕
彰
の
意
図
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

『続
日
本
紀
』
記
事
復
活
の
件
に
関
し
て
は
、
『
日
本
後
紀
』
の
記
述
を
ほ
ぼ
そ
の
ま

ま
認
め
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
よ
う
に
思
う
。

　
橋
本
氏
の

い
う
第
二
点
に
つ
い
て
も
、
伊
予
親
王
事
件
へ
の
仲
成
ら
の
関
与
は
、

薬
子
の
変
の
と
き
に
な
っ
て
突
然
出
て
く
る
こ
と
で
は
な
い
。
『
日
本
後
紀
』
大
同
四

年
閏
二
月
甲
辰
条
の
安
部
鷹
野
卒
伝
に
は
、

　
　
侍
従
中
臣
王
連
二
伊
予
親
王
之
事
、
経
レ
拷
不
レ
服
、
時
壁
臣
激
レ
帝
、
令
レ
加
大

　
　
杖
一
、
王
背
崩
燗
而
死
、

と
あ
り
、
伊
予
親
王
事
件
に
連
坐
し
た
侍
従
中
臣
王
は
拷
を
経
て
も
服
さ
な
か
っ
た

た
め
、
「
壁
臣
」
が
平
城
帝
を
激
さ
し
め
て
大
杖
を
加
え
さ
せ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

え
る
「
壁
臣
」
は
、
北
山
茂
夫
氏
の
い
う
よ
う
に
、
薬
子
か
仲
成
を
さ
す
で
あ
ろ
う

か

ら
、
事
件
へ
の
薬
子
ら
の
関
与
は
薬
子
の
変
以
前
か
ら
書
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
薬
子
・
仲
成
の
活
動
が
大
同
年
間
か
ら
目
立
っ
て
い
た
こ
と
は
、
『
日
本
後
紀
』

弘
仁
六
年
六
月
丙
寅
条
の
賀
陽
豊
年
卒
伝
に
、
「
延
暦
年
中
、
任
東
宮
学
士
、
及

践
酢
’
、
叙
二
従
四
位
下
一
、
拝
式
部
大
輔
、
既
而
女
謁
屡
進
、
英
賢
見
レ
排
」
と
あ
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る
こ
と
、
大
同
三
年
四
月
丁
卯
条
に
、
若
犬
養
門
の
樹
枝
上
で
二
鳥
が
怪
死
し
た
の

を
、
仲
成
・
薬
子
兄
妹
の
「
招
レ
尤
之
兆
」
と
噂
さ
れ
た
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
わ
か

る
。　

以
上
か

ら
、
薬
子
・
仲
成
の
罪
状
に
関
す
る
国
史
の
記
述
を
徹
底
的
に
疑
う
橋
本

説
の
論
拠
に
は
、
必
ず
し
も
納
得
で
き
な
い
点
が
あ
り
、
『
日
本
後
紀
』
の
記
述
に
も

そ
れ
な
り
の
真
実
を
読
み
取
る
方
が
穏
当
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
薬
子
の
変
の
背

景
に
藤
原
薬
子
・
仲
成
の
大
き
な
動
き
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
平
城
上
皇
が

自
ら
の
意
志
で
両
人
の
行
動
を
許
容
し
、
そ
れ
に
同
調
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

（
3
）
薬
子
の
変
の
原
因
と
契
機

　
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
薬
子
の
変
に
至
る
原
因
と
直
接
的
な
契
機
で
あ
る
。
平

城

は
何
ゆ
え
嵯
峨
朝
廷
側
と
対
立
し
て
ま
で
、
二
所
朝
廷
の
状
態
を
作
り
出
し
、
平

城
遷

都
を
強
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
律
令
制
下

に
お
け
る
天
皇
と
上
皇
の
権
能
の
問
題
で
あ
る
と
み
る
意
見
が
あ
る
。
佐
藤
宗
諄
氏

は
、
天
皇
と
上
皇
は
共
治
し
う
る
と
同
時
に
、
対
決
す
る
要
素
を
内
包
し
て
い
た
と

　
（
1
7
）

す
る
。
瀧
浪
貞
子
氏
は
、
譲
位
が
慣
例
化
す
る
な
か
で
、
早
晩
惹
起
す
る
こ
と
が
予

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

想

さ
れ
た
上
皇
権
力
と
天
皇
権
力
の
対
立
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
。
橋
本
義
彦
氏

は
、
令
制
の
太
上
天
皇
は
お
お
む
ね
天
皇
と
同
等
の
大
権
を
有
し
て
い
た
が
、
薬
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

の

変
の
結
果
、
上
皇
の
政
治
的
地
位
は
大
き
く
後
退
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
見
解
は
平
安
初
期
の
天
皇
と
上
皇
の
間
に
政
治
的
紛
争
が
起
こ
り
う
る
こ

と
を
説
明
し
た
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
な
ぜ
平
城
上
皇
が
こ
の
と
き
に
嵯
峨
天
皇
側

と
対
立
的
に
な
っ
て
い
っ
た
の
か
を
十
分
説
明
し
た
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

　
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
年
に
平
城
上
皇
が
平
城
遷
都
を
命
じ
、
嵯
峨
天
皇
側
と
衝

突
す
る
こ
と
に
な
る
動
機
に
つ
い
て
、
多
く
の
論
者
は
嵯
峨
天
皇
の
病
状
悪
化
の
こ

と
を
あ
げ
て
い
る
。
『
類
聚
国
史
』
『
日
本
紀
略
』
に
よ
る
と
、
大
同
五
年
（
八
一
〇
）

正

月
壬
寅
朔
、
皇
帝
不
予
の
た
め
廃
朝
と
な
っ
た
。
七
月
辛
亥
（
一
三
日
）
に
は
聖

躬
不
予
の
た
め
、
川
原
・
長
岡
両
寺
に
遣
使
し
て
諦
経
を
行
わ
せ
、
丙
辰
（
一
八
日
）

に
は
右
大
弁
藤
原
藤
嗣
ら
を
藤
原
乙
牟
漏
の
高
畠
陵
に
派
遣
し
て
鎮
祭
さ
せ
て
い

る
。
翌
丁
巳
（
一
九
日
）
に
皇
帝
は
東
宮
に
遷
御
し
た
。
戊
午
（
二
〇
日
）
に
清
行

禅
師
を
招
い
て
天
皇
の
病
に
侍
せ
し
め
、
甲
子
（
二
六
日
）
に
は
天
下
諸
国
に
七
日

間
の
殺
生
禁
断
を
命
じ
、
乙
丑
（
二
七
日
）
に
は
崇
道
天
皇
と
伊
予
親
王
・
藤
原
吉

子
の
た
め
に
一
三
〇
人
を
度
し
、
丁
卯
（
二
九
日
）
に
は
崇
道
天
皇
の
た
め
に
川
原

寺
に
お
い
て
法
華
経
一
部
を
奉
写
し
、
戊
辰
（
三
〇
日
）
に
は
聖
体
不
予
の
た
め
藤

原
藤
嗣
を
伊
勢
大
神
宮
に
遣
わ
し
て
奉
幣
し
て
い
る
。
八
月
に
な
っ
て
も
病
状
は
改

善
し
な
か
っ
た
よ
う
で
、
同
月
丙
子
（
八
日
）
、
天
皇
の
病
を
薦
る
た
め
に
石
上
神
に

奉
幣
し
、
己
卯
（
＝
日
）
に
は
太
政
官
に
お
い
て
僧
一
五
〇
人
が
七
箇
日
薬
師
法

を
行
う
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。

　

薬
子
の
変
が
起
こ
る
直
前
の
嵯
峨
天
皇
の
病
気
に
注
目
し
た
佐
伯
有
清
氏
は
、
平

城
上
皇
が
観
察
使
を
廃
止
し
、
参
議
を
復
活
す
る
詔
を
出
す
な
ど
強
い
態
度
に
出
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

の

は
、
嵯
峨
の
こ
の
重
病
が
契
機
に
な
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
を
う
け
て
渡
辺

直
彦
氏
も
、
平
城
の
病
が
快
方
に
向
か
う
の
と
反
対
に
、
嵯
峨
が
大
同
元
年
七
・
八

月
に
重
病
に
な
る
と
、
こ
の
機
を
巧
み
に
捉
え
た
薬
子
・
仲
成
が
上
皇
に
重
昨
を
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

す
め
、
上
皇
も
ま
た
平
城
遷
都
に
擬
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
黛
弘
道
氏
も
、
平

城
が
健
康

を
取
り
戻
す
の
と
裏
腹
に
、
や
が
て
嵯
峨
天
皇
が
健
康
を
害
す
る
と
、
こ

こ
に
至
っ
て
薬
子
は
上
皇
に
重
昨
を
強
く
勧
め
、
上
皇
も
天
皇
の
明
日
を
も
知
れ
ぬ

病
を
聞
い
て
ま
す
ま
す
心
は
動
い
た
と
し
、
薬
子
の
決
起
の
勧
め
を
上
皇
は
受
け
容

　
　
　
　
（
2
2
）

れ

た
と
す
る
。
さ
ら
に
佐
藤
宗
諄
氏
も
、
嵯
峨
の
不
予
が
直
接
の
契
機
と
な
っ
て
、

上
皇

が
法
的
な
権
限
を
行
使
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

皇
は
重
酢
を
望
む
よ
う
に
な
っ
た
と
説
く
。

　
一
方
、
北
山
茂
夫
氏
は
嵯
峨
の
病
気
に
も
言
及
し
な
が
ら
、
む
し
ろ
平
城
上
皇
の

健
康
が
回
復
し
た
こ
と
に
重
点
を
置
き
、
ま
た
上
皇
の
行
動
に
計
画
性
が
な
か
っ
た

こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
北
山
説
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
平
城
の
退
位
は
も
っ
ぱ
ら

疾
病
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
王
座
に
未
練
を
残
し
て
い
た
。
病
状
が
回
復
に
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向
か
う
に
つ
れ
て
、
上
皇
は
ひ
そ
か
に
復
位
を
希
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な

い

か
。
嵯
峨
が
大
同
五
年
七
・
八
月
に
重
病
と
な
る
と
、
上
皇
は
平
城
遷
都
を
命
令

し
、
不
意
打
ち
の
行
動
に
出
た
。
し
か
し
、
上
皇
の
行
動
は
窮
余
の
策
と
し
て
と
ら

れ

た
場
あ
た
り
の
も
の
で
、
彼
は
挙
兵
の
諸
準
備
を
ほ
と
ん
ど
欠
い
て
い
た
。
上
皇

は

当
初
か
ら
武
力
行
使
を
問
題
に
し
て
お
ら
ず
、
思
わ
ぬ
嵯
峨
側
の
出
方
に
逆
上
し

て
、
自
棄
的
に
東
国
に
入
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上

の

よ
う
に
、
佐
伯
有
清
氏
の
指
摘
以
降
、
嵯
峨
が
重
病
に
陥
っ
た
こ
と
を
契

機

に
、
平
城
は
重
酢
の
意
向
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
論
調
が
多
い
が
、
こ
の

説
に

と
っ
て
大
き
な
障
害
と
な
る
の
は
、
次
に
掲
げ
る
『
日
本
紀
略
』
弘
仁
一
四
年

四
月
庚
子
条
の
記
載
で
あ
る
。

　
　
朕
本
諸
公
子
也
、
始
望
不
レ
及
、
於
太
上
天
皇
、
曲
垂
褒
錺
’
、
超
登
’
儲
弐
一
、

　
　
遂
遜

位
干
朕
一
、
躬
辞
不
レ
獲
レ
免
、
日
慎
・
二
日
・
、
未
レ
幾
而
身
嬰
疹
疾
・
、
弥

　
　
留
不
レ
疹
、
為
方
機
擁
滞
・
、
令
・
右
大
臣
藤
原
園
人
奉
・
還
神
璽
、
朕
始
有
一
’
帰

　
　
閑
之
志
、
太
上
天
皇
不
レ
允
レ
所
レ
請
、

　

嵯
峨
は
即
位
後
ま
も
な
く
疹
疾
に
か
か
り
、
こ
れ
が
な
か
な
か
癒
え
ず
、
万
機
が

滞
っ
た
た
め
、
右
大
臣
藤
原
園
人
に
神
璽
を
奉
還
さ
せ
て
、
退
位
の
意
向
を
示
し
た

が
、
平
城
上
皇
は
こ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
と
い
う
。
大
同
五
年
七
月
丁
巳
（
一
九
日
）

条
に
「
皇
帝
遷
御
於
東
宮
」
と
み
え
る
記
事
が
、
嵯
峨
が
病
気
の
た
め
神
璽
を
奉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

還

し
て
、
ま
さ
に
退
位
し
よ
う
と
し
た
事
実
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
諸
氏
の

説

く
よ
う
に
、
平
城
が
嵯
峨
重
病
の
機
会
を
と
ら
え
、
復
位
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た

の

で

あ
れ
ば
、
嵯
峨
自
身
か
ら
の
退
位
の
申
し
出
を
受
け
容
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

平
城

は
そ
う
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
平
城
が
こ
の
と
き
た
だ
ち
に
復
位
す
る
こ
と
を

考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

目
崎
徳
衛
氏
は
こ
の
記
事
を
も
と
に
、
平
城
上
皇
が
最
後
ま
で
重
酢
の
決
意
を
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

た
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
述
べ
る
。
通
説
と
は
異
な
る
目
崎
氏
の
指
摘

は
注
目
で
き
る
が
、
平
城
が
最
後
ま
で
重
酢
の
意
志
を
も
た
な
か
っ
た
か
ど
う
か
は

疑

問
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
大
同
五
年
七
月
の
時
点
で
は
、
平
城
は
嵯
峨
の
続
投
を
望

ん

で
い

た
と
理
解
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
嵯
峨
の
病
気
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
平
城
は
た
だ
ち
に
復
位
す
る
意
向
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

り
、
薬
子
の
変
に
至
る
平
城
上
皇
の
動
機
に
は
さ
ら
に
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

②
弘
仁
元
年
九
月
の
官
人
人
事

　
『
日
本
後
紀
』
に
よ
る
と
、
弘
仁
元
年
九
月
癸
卯
（
六
日
）
、
平
城
太
上
天
皇
は
「
擬
レ

遷

都
於
平
城
」
と
の
命
令
を
出
し
た
。
嵯
峨
天
皇
は
坂
上
田
村
麻
呂
・
藤
原
冬
嗣
・

紀
田
上
ら
を
造
宮
使
に
任
命
し
た
が
、
丁
未
（
一
〇
日
）
に
な
る
と
、
「
遷
都
の
事
に

よ
り
人
心
騒
動
す
」
と
し
て
、
伊
勢
・
近
江
・
美
濃
三
国
の
国
府
と
故
関
を
鎮
固
し
、

巨
勢
野
足
ら
を
伊
勢
使
、
御
長
広
岳
ら
を
近
江
使
、
大
野
直
雄
を
美
濃
使
と
し
て
発

遣

す
る
と
と
も
に
、
右
兵
衛
督
藤
原
仲
成
を
右
兵
衛
府
に
拘
繋
し
た
。
つ
い
で
、
尚

侍
藤
原
薬
子
と
仲
成
の
罪
状
を
明
ら
か
に
す
る
詔
書
を
発
し
、
薬
子
の
位
官
を
解
い

て

宮
中
よ
り
退
け
、
仲
成
は
佐
渡
権
守
に
左
降
さ
せ
る
と
宣
言
し
た
。
こ
の
日
、
宮

中
は
戒
厳
状
態
に
置
か
れ
た
。

　
『
日
本
後
紀
』
で
は
同
日
の
九
月
丁
未
（
一
〇
日
）
条
に
、
藤
原
雄
友
に
本
位
正
三

位
を
授
け
、
御
長
広
岳
以
下
に
叙
位
、
秋
篠
安
人
以
下
に
任
官
の
行
わ
れ
た
こ
と
が

記

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
九
月
己
酉
（
一
二
日
）
に
薬
子
の
変
が
鎮
圧
さ
れ
、
翌
庚

戌
（
一
三
日
）
に
高
岳
親
王
の
廃
太
子
、
大
伴
親
王
の
立
太
子
が
宣
せ
ら
れ
た
の
ち
、

九

月
壬
子
（
一
五
日
）
条
に
も
多
数
の
任
官
記
事
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
福
井
俊
彦

氏

は
九
月
一
〇
日
の
任
官
が
衛
府
と
国
司
を
中
心
と
す
る
も
の
で
、
国
司
の
任
官
は

左
遷

な
い
し
左
遷
的
扱
い
の
人
事
と
要
衝
国
の
国
司
の
任
命
が
併
せ
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
日
の
人
事
は
平
城
上
皇
側
の
行
動
が
起
こ
さ
れ
る
以
前
に
、
衛
府

や

要
衝
国
の
国
司
に
留
め
て
お
く
こ
と
が
危
険
な
平
城
派
の
官
人
か
ら
そ
の
官
職
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

奪
い
、
代
わ
っ
て
嵯
峨
派
の
官
人
を
任
命
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　

ま
た
、
九
月
一
五
日
の
人
事
は
薬
子
の
変
に
お
い
て
上
皇
側
官
人
の
と
っ
た
行
動
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に
対
す
る
処
分
で
、
九
月
一
〇
日
に
左
遷
さ
れ
た
官
人
に
加
え
て
、
新
た
に
七
人
が

左
遷

さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
福
井
氏
の
考
察
は
、
薬
子
の
変
に
さ
い
す
る
平
城
．

嵯
峨
両
派
官
人
の
動
き
を
具
体
的
に
跡
づ
け
た
貴
重
な
業
績
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で

の

研
究
で
は

ほ
と
ん
ど
参
照
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
基
本
的
に
福
井
説
を
踏
ま

え
つ
つ
、
い
く
つ
か
の
論
点
を
補
足
し
な
が
ら
、
薬
子
の
変
前
後
の
人
事
異
動
状
況

を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
元
年
九
月
丁
未
条
を
も
と
に
、
九
月
一
〇
日
の
任
官
官
人
を
官

職
ご

と
に
ま
と
め
、
こ
れ
に
『
公
卿
補
任
』
な
ど
で
判
明
す
る
九
月
一
〇
日
．
＝

日
の
任
官
を
加
え
て
一
覧
表
に
す
る
と
、
表
1
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
表
を
み
る
と
、

第
一
に
、
九
月
一
〇
日
に
は
太
政
官
の
新
任
・
解
任
人
事
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

坂
上

田
村
麻
呂
を
大
納
言
と
し
た
の
は
、
『
水
鏡
』
に
み
え
る
よ
う
に
「
合
戦
ヨ
リ
前

二

田
村
ノ
将
軍
ノ
心
ヲ
勇
メ
給
」
た
め
で
あ
っ
た
。
延
暦
二
四
年
に
参
議
と
な
り
、

神
野
親
王
の
春
宮
大
夫
も
勤
め
た
秋
篠
安
人
は
、
大
同
二
年
二
月
の
伊
予
親
王
事

件

に
連
坐
し
て
参
議
な
ど
を
解
か
れ
て
い
た
が
、
九
月
一
〇
日
に
参
議
に
復
さ
れ
た

の

で

あ
る
。
藤
原
真
夏
と
多
入
鹿
の
参
議
を
解
任
し
た
の
は
、
平
城
派
官
人
を
台
閣

か

ら
排
除
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
九
月
一
一
日
に
文
室
綿
麻
呂
を
参
議
と
し
た
の
は
、

坂
上

田
村
麻
呂
と
同
様
の
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
嵯
峨
朝
廷
は
、
上
皇

方
を
追
撃
す
る
軍
事
指
揮
官
を
大
納
言
・
参
議
に
任
じ
て
志
気
を
高
め
、
嵯
峨
派
官

人
を
参
議
に
復
す
と
と
も
に
、
平
城
派
官
人
の
参
議
を
解
任
し
て
、
太
政
官
か
ら
平

城
派
の
官
人
色
を
一
掃
し
た
の
で
あ
る
。

表
1
　
弘
仁
元
年
九
月
一
〇
日
任
官
官
人
一
覧

人
　
名
　
　
　
　
　
官
　
職

備
　
　
考

官
政
太

坂
上

篠
安
人
　
　
　
　
参
議
藤
原
真
夏
　
　
　
　
参
議
を
解
任
多
入
鹿
　
　
　
　
　
参
議
を
解
任
（
文
室
綿
麻
呂
　
　
参
議
）

公
卿補

任
「
九
月
十
日
任
大
納
言
」
公
卿
補
任
「
九
月
十
日
解
任
」
公
卿
補
任
「
九
月
十
日
解
任
」
9
月
1
1
日
、
任
参
議

秋
篠
安
人
　
　
　
　
左
大
弁
（
如
元
）

官

藤
原
道
雄
　
　
　
　
左
中
弁
田
ロ
息
継
　
　
　
右
中
弁

権
右
中
弁
よ
り
昇
任

小
野
野
主

　
　
　
　
権
右
中
弁

弁

良
琴
安
世
　
　
　
左
少
弁

藤

原
福
当
麻
呂
　
　
右
少
弁

寮

藤
原
三
守
　
　
　
　
内
蔵
頭
御
室
今
嗣
　
　
　
　
大
学
頭

坂

田
奈
氏
麻
呂
　
　
大
和
守

9
月
1
0
日
、
叙
従
四
位
下

司

藤
原
継
彦
　
　
　
　
山
城
守
広
根
諸
勝
　
　
　
山
城
介

9
月
1
0
日
、
叙
従
五
位
下

藤

原
貞
継
　
　
　
近
江
守

国

小
野琴
守
　
　
　
近
江
介
多
治
比
育
治
　
　
　
美
濃
介

9
月
1
0
日
、
叙
従
五
位
下

登
美
藤
津
　
　
　
　
越
前
介

I
　
l
　
、
　
1
　
，
　
，
　
1
　
，
　
I
　
I
　
I
　
l
　
‘
　
‘
　
、
　
l
　
l
　
I
　
l
　
I
　
I
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
、
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
I
　
，
　
I
　
I
　
I
　
、
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
I

I
　
l
　
l
　
、
　
1
　
‘
　
‘
　
‘
　
‘
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
l
　
、
　
l
　
l
　
l
　
‘
　
‘
　
」
　
‘
　
I
　
l
　
I
　
l
　
、
　
1
　
‘
　
‘
　
‘
　
1
　
‘
　
‘
　
‘
　
‘
　
‘
　
‘
　
‘
　
‘
　
F
　
ト
　
‘
　
‘
　
‘
　
‘
　
‘
　
‘

藤
原
仲
成
　
　
　
　
佐
渡
権
守

日
本
後
紀
「
佐
渡
国
権
守
退
賜
」

紀

田
上
　
　
　
　
尾
張
守

9
月
1
5
日
、
任
佐
渡
権
守

劃

藤
原
山
人
　
　
　
　
駿
河
守
藤
原
真
夏
　
　
　
　
伊
豆
権
守

藤
原
仲
成
の
兄
弟
9
月
1
5
日
、
任
備
中
権
守

佐

大伴
和
武
多
麻
呂
　
武
蔵
権
介
藤
原
貞
本
　
　
　
　
飛
騨
権
守

9
月
1
5
日
、
任
日
向
権
守
藤
原
薬
子
の
子

司

大
中
臣
常
麻
呂
　
　
備
前
権
守

9
月
1
5
日
、
任
伊
予
守

安
倍
清
継
　
　
　
　
安
芸
権
守

国

多
入
鹿
　
　
　
　
讃
岐
守

公
卿
補
任
「
左
降
讃
岐
権
守
」

藤
原
真
雄
　
　
　
　
伊
予
守

平
城
天
皇
近
臣

藤
原
安
継
　
　
　
　
薩
摩
権
守

大
野
直
雄
　
　
　
　
左
近
衛
少
将

寮

藤
原
藤
嗣
　
　
　
　
右
近
衛
中
将
紀
百
継
　
　
　
　
　
右
近
衛
少
将

馬
府

秋篠
安
人
　
　
　
　
右
衛
士
督
安
倍
雄
能
麻
呂
　
　
右
衛
士
佐
佐
伯
永
継
　
　
　
　
左
兵
衛
佐

9
月
1
0
日
、
叙
従
五
位
下

衛

藤
原
緒
嗣
　
　
　
　
右
兵
衛
督
坂
上
広
野
　
　
　
　
右
兵
衛
佐

9
月
1
0
日
、
叙
従
五
位
下

安
倍
男
笠
　
　
　
左
馬
頭
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第
二
に
、
九
月
一
〇
日
に
は
弁
官
の
大
幅
な
人
事
異
動
が
行
わ
れ
た
。
た
だ
し
、

左
大
弁
に

は
大
同
四
年
六
月
よ
り
秋
篠
安
人
が
、
右
大
弁
に
は
大
同
五
年
八
月
よ
り

紀
広
浜
が
継
続
し
て
任
じ
て
お
り
、
変
の
前
後
で
変
化
は
な
い
。
大
同
五
年
八
月
に

右

中
弁
で
あ
っ
た
藤
原
道
雄
が
左
中
弁
に
移
り
、
権
右
中
弁
で
あ
っ
た
田
口
息
継
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

右

中
弁
に
昇
り
、
大
同
五
年
八
月
に
権
右
少
弁
に
任
ぜ
ら
れ
た
良
零
安
世
が
左
少
弁

に
昇
る
な
ど
、
昇
格
人
事
が
い
く
つ
か
認
め
ら
れ
る
。
福
井
俊
彦
氏
は
九
月
一
〇
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

に
左
遷
さ
れ
た
衛
府
官
人
が
弁
官
を
兼
ね
て
い
た
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
の
さ
い
注

目
さ
れ
る
の
は
、
『
公
卿
補
任
』
大
同
五
年
条
、
吉
備
泉
の
尻
付
に
「
九
月
十
日
解
二

左
大
弁
一
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
吉
備
泉
は
大
同
三
年
五
月
壬
寅
（
二
一
日
）
に
左

大
弁
と
な
り
、
六
月
二
八
日
に
刑
部
卿
に
移
っ
て
い
る
か
ら
、
薬
子
の
変
直
前
に
左

大
弁
で
あ
っ
た
徴
証
は
な
い
が
、
『
公
卿
補
任
』
の
記
述
に
誤
り
が
な
い
と
す
る
と
、

弁
官
局
が
分
局
し
て
平
城
宮
に
直
侍
し
て
お
り
、
そ
の
責
任
者
が
吉
備
泉
で
あ
っ
た

可

能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
九
月
一
〇
日
に
お
け
る
弁
官
局
の
大
幅
な
異
動
は
、
多

く
の
昇
任
人
事
を
含
む
と
と
も
に
、
平
城
派
の
官
人
が
兼
任
し
て
い
た
弁
官
の
職
務

を
解
き
、
弁
官
局
の
機
能
を
平
安
京
に
一
本
化
し
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

第
三
に
、
内
蔵
頭
と
大
学
頭
の
任
官
が
み
え
る
が
、
変
直
前
の
内
蔵
頭
と
大
学
頭

は
不
明
で
あ
る
。
福
井
氏
は
こ
の
内
蔵
頭
と
大
学
頭
も
九
月
一
〇
日
に
左
遷
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

衛
府
官
人
が
兼
任
し
て
い
た
と
推
定
し
て
い
る
。
平
安
京
の
東
院
に
遷
御
し
た
平
城

上
皇

に
対
し
て
、
内
蔵
寮
は
大
同
四
年
一
〇
月
癸
未
（
一
一
日
）
に
奉
献
し
て
お
り
、

内
蔵
寮
は
譲
位
後
の
平
城
上
皇
に
奉
仕
し
て
い
た
。
後
世
、
嵯
峨
天
皇
の
譲
位
時
に
、

坂
田
（
南
淵
）
永
河
が
内
蔵
頭
に
任
じ
、
冷
然
院
別
当
と
な
っ
た
よ
う
に
、
譲
位
の

さ
い
の
意
向
に
よ
り
、
内
蔵
頭
が
上
皇
に
仕
え
る
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

九

月
一
〇
日
の
内
蔵
頭
の
任
命
は
、
や
は
り
平
城
宮
の
上
皇
に
奉
仕
す
る
面
の
あ
っ

た
内
蔵
寮
の
機
能
を
改
め
る
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

第
四
に
、
衛
府
・
馬
寮
の
人
事
異
動
が
あ
る
。
左
右
近
衛
府
・
右
衛
士
府
・
右
兵

衛
府
・
左
馬
寮
の
新
た
な
任
官
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
福
井
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、

上
皇
側
の
官
人
が
衛
府
の
要
職
を
帯
び
て
い
た
た
め
、
彼
ら
の
有
す
る
軍
事
的
な
職

権
を
取
り
上
げ
る
目
的
が
あ
っ
た
。
福
井
氏
は
九
月
一
〇
日
に
左
遷
さ
れ
た
一
一
人

の
官
人
の
う
ち
、
安
倍
清
継
・
藤
原
真
雄
・
多
入
鹿
の
三
人
を
除
く
八
人
の
ほ
と
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

ど
は
も
と
六
衛
府
の
官
人
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
確
認
で
き
る
と
こ

ろ
で
は
、
次
の
五
人
が
衛
府
や
馬
寮
の
要
職
に
つ
い
て
い
た
。

　
　
藤
原
真
夏
u
右
近
衛
中
将
（
『
類
聚
国
史
』
大
同
四
年
一
一
月
丁
未
条
見
）

　
　
大
中
臣
常
麻
呂
‖
右
衛
士
佐
（
『
日
本
後
紀
』
大
同
四
年
二
月
己
未
条
任
）

　
　
藤
原
仲
成
1
1
右
兵
衛
督
（
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
元
年
九
月
丁
未
条
見
）

　
　
藤
原
真
雄
1
1
左
馬
頭
（
『
類
聚
国
史
』
大
同
四
年
二
月
丁
未
条
見
）

　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
　
藤
原
貞
本
1
1
左
近
衛
少
将
（
『
類
聚
国
史
』
大
同
四
年
一
一
月
丁
未
条
見
）

　
九

月
一
〇
日
の
任
官
の
結
果
、
嵯
峨
は
仲
成
を
佐
渡
権
守
に
左
遷
し
て
、
新
た
な

右
兵
衛
督
に
藤
原
緒
嗣
を
任
じ
、
大
中
臣
常
麻
呂
を
備
前
権
守
に
財
し
て
、
新
た
な

右
衛
士
佐
に
安
倍
雄
能
麻
呂
を
任
じ
た
。
ま
た
、
藤
原
真
雄
を
伊
予
守
と
な
し
て
、

新
た
な
左
馬
頭
に
安
倍
小
笠
を
任
じ
、
藤
原
真
夏
を
伊
豆
権
守
に
左
遷
し
て
、
新
た

な
右
近
衛
中
将
に
藤
原
藤
嗣
を
任
じ
た
。
さ
ら
に
藤
原
貞
本
を
飛
騨
権
守
に
左
遷
し
、

新

た
な
左
近
衛
少
将
に
大
野
直
雄
を
任
命
し
た
の
で
あ
る
。
上
皇
側
の
官
人
の
多
く

が
衛
府
や
馬
寮
の
要
職
を
帯
び
て
い
た
が
、
九
月
一
〇
日
に
嵯
峨
は
一
挙
に
彼
ら
を

解
任
し
、
嵯
峨
側
の
官
人
で
衛
府
・
馬
寮
を
固
め
た
わ
け
で
あ
る
。

　

第
五
に
、
国
司
の
任
官
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
権
任
国
司
は
左
遷
人
事
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
権
任
以
外
で
も
尾
張
守
と
な
っ
た
紀
田
上
や
駿
河
守
の

藤
原
山
人
、
讃
岐
守
の
多
入
鹿
な
ど
は
、
そ
の
係
累
や
他
の
史
料
か
ら
左
遷
で
あ
っ

た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
福
井
氏
も
要
衝
国
以
外
の
国
司
任
命
を
す
べ
て
左
遷
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

し
左
遷
的
と
み
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
嵯
峨
は
九
月
一
〇
日
に
仲
成
・
真
夏
ら
を

佐
渡
権
守
・
伊
豆
権
守
な
ど
僻
遠
の
国
司
に
左
遷
す
る
一
方
で
、
大
和
守
・
山
城
守
・

山
城
介
・
近
江
守
・
近
江
介
・
美
濃
介
・
越
前
介
な
ど
、
平
安
京
・
平
城
京
の
所
在

国
お
よ
び
東
海
道
・
東
山
道
・
北
陸
道
へ
の
要
衝
国
の
国
司
を
嵯
峨
側
の
側
近
で
固

め

た
の
で
あ
る
。

　

薬
子
の
変
直
前
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
国
々
の
国
司
は
す
べ
て
判
明
す
る
訳
で
は
な
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い

が
、
『
公
卿
補
任
』
に
よ
る
と
、
近
江
守
は
大
同
五
年
正
月
に
菅
野
真
道
が
任
じ
た

の

ち
、
同
年
五
月
七
日
に
藤
原
仲
成
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。
仲
成
は
変
直
前
の
八
月

二
九

日
に
伊
勢
守
に
転
じ
、
上
皇
の
伊
勢
行
幸
を
迎
え
る
か
の
よ
う
な
動
き
を
見
せ

て

い

る
が
、
近
江
国
に
も
仲
成
の
影
響
力
が
残
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
た
め

に
藤
原
貞
継
が
近
江
守
、
小
野
零
守
が
介
と
し
て
新
任
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
小
野

琴
守
は
近
江
国
府
を
鎮
固
す
る
近
江
使
の
一
人
で
も
あ
っ
た
。

　
近
江
守
・
介
と
並
ん
で
注
目
す
べ
き
は
越
前
介
の
任
命
で
あ
る
。
『
日
本
後
紀
』
弘

仁
元
年
九
月
甲
寅
（
一
七
日
）
条
に
は
、

　
　
越
前
介
従
五
位
下
阿
倍
朝
臣
清
継
、
権
少
橡
百
済
王
愛
笙
等
聞
三
太
上
天
皇
幸
二

　
　

伊
勢
国
一
、
挙
レ
兵
応
レ
之
、
捕
二
新
任
介
従
五
位
下
登
美
真
人
藤
津
一
不
レ
受
レ
替
、

　
　

遣
二
民
部
少
輔
従
五
位
下
紀
朝
臣
南
麻
呂
等
一
勘
問
、
服
レ
罪
、
清
継
已
下
原
レ
死

　
　
処
－
遠
流
一
、

と
あ
り
、
越
前
介
阿
倍
清
継
と
権
少
橡
百
済
王
愛
笙
ら
は
太
上
天
皇
が
伊
勢
国
に
行

幸
す
る
と
聞
く
と
、
兵
を
挙
げ
て
呼
応
し
よ
う
と
し
、
新
任
の
介
登
美
藤
津
を
捕
ら

え
、
国
司
交
替
を
受
け
容
れ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
民
部
少
輔
紀

南
麻
呂
ら
を
派
遣
し
て
勘
問
し
た
と
こ
ろ
、
清
継
ら
は
罪
に
服
し
た
と
い
う
。

　

こ
の
記
事
か
ら
、
越
前
国
で
は
介
や
少
豫
が
平
城
の
挙
兵
に
応
じ
る
動
き
が
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
動
き
を
封
じ
る
た
め
、
嵯
峨
は
越
前
介
を
九
月
一
〇

日
に
任
命
し
て
、
先
手
を
打
と
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
近
江
や
美
濃
に
お
い
て
も
同

様
の
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
近
江
守
・
介
や
美
濃
介
を
任
命
し
た
の
は
、

越
前
と
同
じ
目
的
か
ら
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
越
前
に
お
け
る
平
城
上
皇
方
の
勢
力
を
考
え
る
上
で
無
視
で
き
な
い
の
が
、
観
察

使
の
存
在
で
あ
る
。
観
察
使
は
平
城
即
位
直
後
の
大
同
元
年
五
月
丁
亥
（
二
四
日
）

条
に
、
「
始
置
三
ハ
道
観
察
使
」
と
し
て
み
え
る
の
が
最
初
で
、
翌
二
年
四
月
癸
酉
二

六

日
）
に
参
議
の
号
を
や
め
て
、
観
察
使
の
み
を
置
き
、
食
封
各
二
〇
〇
戸
を
賜
っ

た
。
そ
の
後
、
大
同
三
年
に
か
け
て
、
北
陸
道
・
東
海
道
・
畿
内
の
観
察
使
は
順
次

欠
員
と
な
っ
た
が
、
平
城
譲
位
直
後
の
大
同
四
年
四
月
戊
子
（
一
三
日
）
、
東
海
道
に

菅
野
真
道
、
北
陸
道
に
藤
原
仲
成
、
山
陰
道
に
藤
原
真
夏
が
任
命
さ
れ
、
九
月
一
九

日
に
は
畿
内
に
紀
広
浜
、
山
陽
道
に
多
入
鹿
が
任
命
さ
れ
た
。

　

平
城
譲
位
と
相
前
後
し
て
、
以
前
か
ら
の
東
山
道
（
藤
原
緒
嗣
）
、
南
海
道
（
吉
備

泉
）
、
西
海
道
（
藤
原
縄
主
）
と
合
わ
せ
て
、
八
道
す
べ
て
の
観
察
使
が
任
命
さ
れ
た

の

で
あ
る
。
大
塚
徳
郎
氏
は
、
こ
の
時
期
の
観
察
使
八
名
の
な
か
で
、
仲
成
・
真
夏
・

入
鹿
の
三
名
は
薬
子
の
変
に
連
坐
し
、
縄
主
と
真
道
・
泉
の
三
名
は
変
と
直
接
の
関

係

は
な
い
が
、
や
は
り
上
皇
側
の
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
城
譲
位
前
後
の
観
察

使

は
上
皇
側
の
勢
力
と
し
て
、
嵯
峨
天
皇
に
反
対
す
る
一
派
を
形
成
し
て
き
た
と
論

　
　
　
（
3
3
）

じ
て
い
る
。
大
塚
氏
の
指
摘
は
重
要
で
、
仲
成
が
北
陸
道
観
察
使
、
真
夏
が
山
陰
道

観
察
使
、
入
鹿
が
山
陽
道
観
察
使
に
任
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に

上
皇
方
の
影
響
力
が
扶
植
さ
れ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
上
皇
の
挙
兵
に
呼
応
せ
ん

と
し
た
越
前
介
阿
倍
清
継
ら
の
動
き
は
、
北
陸
道
観
察
使
仲
成
と
の
関
係
で
理
解
す

べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
薬
子
の
変
の
さ
い
に
左
大
弁
を
解
か
れ
た
吉
備
泉
が
観
察
使

に
任
じ
た
南
海
道
で
も
同
様
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
平
城
が
譲
位
前
後
に
充
実
さ
せ
た
観
察
使
の
多
く
が
平
城
側
勢
力
の

拡
大

に
利
用
さ
れ
、
薬
子
の
変
の
さ
い
の
地
方
の
動
向
に
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と

が
推
測
で
き
る
。
嵯
峨
側
が
大
同
四
年
四
月
に
観
察
使
を
外
官
の
兼
任
と
し
て
食
封

を
削
る
と
、
平
城
上
皇
は
六
月
に
観
察
使
を
廃
し
、
参
議
に
復
し
た
。
嵯
峨
が
観
察

使
か

ら
経
済
的
な
特
権
を
奪
い
、
外
官
化
し
て
い
る
の
に
対
し
、
平
城
は
そ
の
特
権

を
維
持
さ
せ
、
内
官
化
せ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
観
察
使
を
め
ぐ
る
両
陣

営
の

か

け
ひ
き
か
ら
も
、
薬
子
の
変
直
前
の
勢
力
争
い
の
様
相
を
読
み
取
る
こ
と
が

で

き
よ
う
。
と
く
に
藤
原
仲
成
の
動
き
が
重
要
で
、
彼
が
大
同
四
年
四
月
に
北
陸
道

観
察
使
に
任
じ
、
そ
の
後
、
大
同
五
年
六
月
に
参
議
と
な
り
、
七
月
に
は
近
江
守
を

兼

ね
、
変
直
前
の
八
月
二
九
日
に
伊
勢
守
に
転
じ
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
近
江
か

ら
北
陸
道
方
面
、
ま
た
伊
勢
に
か
け
て
の
地
域
に
、
仲
成
の
影
響
力
が
扶
植
さ
れ
、

来
た
る
べ
き
平
城
上
皇
・
薬
子
ら
の
伊
勢
行
幸
を
迎
え
る
体
制
が
整
え
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
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上
皇

側
の
平
城
遷
都
命
令
に
接
し
て
、
嵯
峨
側
が
た
だ
ち
に
伊
勢
・
近
江
・
美
濃

三

国
な
ど
の
国
府
と
故
関
を
鎮
固
し
、
伊
勢
使
・
近
江
使
・
美
濃
使
を
派
遣
し
た
の

は
、
主
と
し
て
仲
成
が
築
き
上
げ
た
近
江
・
伊
勢
を
中
心
と
す
る
上
皇
方
勢
力
圏
を

切

り
崩
す
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
何
よ
り
も
仲
成
本
人
を
右
兵
衛

府
で
拘
束
し
た
こ
と
も
重
大
な
意
味
を
も
っ
た
。
仲
成
が
右
兵
衛
府
の
兵
力
と
と
も

に

近

江
・
伊
勢
方
面
へ
走
れ
ば
、
情
勢
は
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
上
皇

が
川
口
道
を
と
っ
て
東
国
に
入
ら
ん
と
す
る
と
の
情
報
を
受
け
る
と
、
嵯
峨
は
坂
上

田
村
麻
呂
・
文
室
綿
麻
呂
ら
に
軽
鋭
卒
を
率
い
て
美
濃
道
よ
り
こ
れ
を
趣
撃
さ
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

い

る
。
こ
の
「
美
濃
道
」
に
つ
い
て
は
、
都
祀
山
道
に
あ
て
る
説
も
あ
る
が
、
美
濃

に
向
か
う
東
山
道
か
、
東
海
道
と
東
山
道
を
結
ぶ
支
道
（
後
世
の
美
濃
路
と
同
じ
）

を
さ
す
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
水
鏡
』
下
、
嵯
峨
天
皇
に
、

　
　
太
上
天

皇
ハ
既
二
諸
国
ノ
軍
兵
ヲ
召
集
給
テ
東
国
へ
入
給
、
御
謀
叛
顕
現
御
座

　
　
ス

ニ

候

ト
御
門
二
申
然
バ
、
御
門
ハ
聴
テ
大
納
言
田
村
丸
、
宰
相
綿
丸
ヲ
遣
シ

　
　

テ
、
其
道
ヲ
サ
へ
切
塞
テ
、
田
村
大
納
言
、
仲
成
ヲ
バ
射
殺
テ
ン
キ
、

と
あ
る
よ
う
に
、
田
村
麻
呂
ら
は
上
皇
が
東
国
へ
向
か
う
「
道
ヲ
サ
へ
切
塞
」
い
だ

の

で

あ
り
、
伊
勢
か
ら
美
濃
に
向
か
う
官
道
に
先
回
り
し
て
、
こ
れ
を
閉
塞
し
た
こ

と
が
想
定
で
き
る
。
嵯
峨
側
は
平
城
が
伊
勢
か
ら
美
濃
に
入
り
、
近
江
・
美
濃
・
越

前
方
面
の
勢
力
と
合
流
す
る
こ
と
を
防
ぎ
つ
つ
、
迎
撃
態
勢
を
整
え
て
い
る
こ
と
が

判
明
し
よ
う
。

　
以
上
の

よ
う
に
考
え
て
大
過
な
い
と
す
る
と
、
薬
子
の
変
は
結
果
的
に
は
大
規
模

な
戦
乱
に
は
発
展
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
平
城
上
皇
は
譲
位
前
後
か
ら
腹
心
を
観
察

使

に
任
命
し
て
北
陸
道
・
山
陰
道
な
ど
を
固
め
る
一
方
、
仲
成
を
近
江
守
つ
い
で
伊

勢
守
と
す
る
な
ど
、
近
江
・
伊
勢
・
越
前
方
面
に
影
響
力
を
増
大
さ
せ
て
い
た
。
嵯

峨
側
が
先
手
を
打
っ
て
平
城
派
官
人
の
衛
府
や
国
司
の
任
を
解
き
、
自
派
の
官
人
で

固
め
た
た
め
に
、
平
城
側
は
動
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
嵯
峨
側
の
対
応
が
遅
れ
、

仲
成

を
拘
束
す
る
な
ど
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
大
規
模
な
争
乱
状
態
に
陥
っ
て
い
た

可
能
性
は
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
意
味
で
は
、
薬
子
の
変
に
つ
い
て
、
「
か
れ
（
平
城
上
皇
）
は
挙
兵
の
諸
準
備

を
ほ
と
ん
ど
欠
い
て
い
た
」
、
「
当
初
か
ら
ま
っ
た
く
武
力
行
使
を
問
題
に
し
て
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

か

っ

た
」
、
「
窮
余
の
策
と
し
て
と
ら
れ
た
、
い
わ
ば
場
あ
た
り
の
も
の
」
と
評
し
た

り
、
「
思
わ
ぬ
嵯
峨
側
の
出
方
に
逆
上
し
た
上
皇
と
薬
子
が
自
棄
的
に
取
っ
た
行
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

で
、
事
前
に
周
到
な
計
画
が
あ
っ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
な
ど
と
論
じ
る
の

は
疑
問
で
あ
る
。
平
城
や
仲
成
・
薬
子
は
譲
位
前
後
か
ら
周
到
な
計
画
を
練
っ
て
い

た
の
で
あ
り
、
そ
の
挙
兵
を
「
場
あ
た
り
」
、
「
自
棄
的
」
な
ど
と
評
価
す
る
の
は
妥

当
で
は
な
い
と
考
え
る
。

③
薬
子
の
変
前
後
の
政
治
情
勢

　
福
井
俊
彦
氏
は
弘
仁
元
年
九
月
の
任
官
記
事
の
分
析
を
出
発
点
に
、
平
城
派
官
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

と
嵯
峨
派
官
人
の
動
向
を
詳
し
く
調
べ
上
げ
て
い
る
。
そ
の
要
点
は
次
の
よ
う
で
あ

る
。①

平
城
天
皇

の
東
宮
時
代
の
坊
官
に
は
、
藤
原
真
夏
の
よ
う
な
例
外
を
除
け
ば
、

　
著

し
く
昇
進
し
た
官
人
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
薬
子
の
変
で
左
遷
さ
れ
た
平
城
派

　
の
官
人
の
な
か
に
も
、
藩
邸
の
旧
臣
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。

②
平
城
の
受
禅
直
後
か
ら
、
平
城
派
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
官
人
（
式
家
の
仲
成
・

　
貞
本
、
北
家
の
真
夏
・
真
雄
、
安
倍
兄
雄
、
多
入
鹿
、
賀
陽
豊
年
な
ど
）
が
台
頭

　
す
る
傾
向
に
は
あ
っ
た
が
、
天
皇
の
早
期
の
譲
位
に
よ
っ
て
、
そ
の
力
を
発
揮
す

　

る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

③

平
城
に
も
っ
と
も
近
か
っ
た
の
は
式
家
の
仲
成
・
薬
子
で
あ
っ
た
が
、
天
皇
の

　
外
戚
で

あ
り
な
が
ら
式
家
に
は
真
夏
の
よ
う
な
昇
進
を
し
た
も
の
は
な
く
、
仲
成

　
の
権
力
が
あ
く
ま
で
も
薬
子
を
通
し
て
の
み
得
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

④

嵯
峨
天
皇
の
東
宮
時
代
の
坊
官
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
要
職
に
起
用
さ
れ
て
お

　

り
、
薬
子
の
変
当
時
の
嵯
峨
派
官
人
の
中
核
を
な
す
も
の
は
藩
邸
の
旧
臣
で
あ
っ

　
た
。
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⑤
嵯
峨
派
官
人
の
な
か
に
は
、
大
伴
親
王
（
淳
和
）
に
近
い
官
人
も
確
認
で
き
、

　

嵯
峨
は
大
伴
を
皇
太
弟
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
伴
に
近
い
官
人
の
協
力
を
求

　

め

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の

分
析
を
踏
ま
え
て
、
福
井
氏
は
薬
子
の
変
の
性
格
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
結
論
づ
け
て
い
る
。

④
　
乱
に
あ
た
っ
て
は
平
城
派
と
嵯
峨
派
と
い
う
二
派
が
明
瞭
に
存
在
し
た
が
、
そ

　
れ

は
氏
や
家
を
単
位
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
天
皇
と
の
個
人
的
な
縁
で
も
っ
て

　

二

つ
の
派
を
形
成
し
て
い
た
。

⑧
　
平
城
・
嵯
峨
両
派
の
対
立
は
遅
く
と
も
平
城
即
位
頃
か
ら
は
じ
ま
っ
て
お
り
、

　
嵯
峨
即
位
後
、
嵯
峨
が
病
床
に
ふ
す
と
、
上
皇
側
の
政
治
関
与
が
顕
著
と
な
り
、

　

つ
い

に
遷
都
の
議
を
お
こ
す
に
至
っ
て
、
嵯
峨
側
は
強
硬
手
段
に
訴
え
た
。

◎
　
こ
の
乱
は
平
城
派
が
団
結
し
て
嵯
峨
派
を
打
倒
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な

　
く
、
菅
野
真
道
や
賀
陽
豊
年
ら
藩
邸
の
旧
臣
の
多
く
は
平
城
に
与
し
な
か
っ
た
。

　
『
日
本
後
紀
』
の
記
す
ご
と
く
、
乱
の
原
因
は
仲
成
・
薬
子
の
悪
業
の
み
に
帰
せ
ら

　
れ

る
べ
き
で
は
な
い
に
し
て
も
、
仲
成
・
薬
子
の
二
人
が
引
き
起
こ
し
た
事
件
と

　
い
う
性
格
が
強
い
。

　
福
井
氏
は

平

城
・
嵯
峨
両
派
官
人
の
検
討
か
ら
、
両
派
の
対
立
は
平
城
即
位
頃
か

ら
は
じ
ま
っ
て
い
た
が
、
薬
子
の
変
で
は
平
城
派
に
団
結
が
み
ら
れ
ず
、
平
城
の
藩

邸
の

旧
臣
の
多
く
が
平
城
に
与
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
薬
子
の
変
は
や
は
り
薬
子
・

仲
成
の
二
人
が
主
導
し
た
事
件
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。
両
派
官
人
の
詳
細
な
分
析

に
も
と
つ
く
福
井
説
に
は
説
得
力
が
あ
り
、
前
節
で
検
討
し
た
薬
子
の
変
直
前
の
仲

成
の
動
き
を
み
て
も
、
こ
う
し
た
考
え
方
が
成
立
す
る
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
傍
証
す
る
の
が
、
薬
子
の
変
に
連
坐
し
て
配
流
さ
れ
た
官
人

た
ち
の
そ
の
後
の
処
遇
で
あ
る
。
『
日
本
紀
略
』
天
長
元
年
八
月
乙
酉
条
に
は
、

　
　
太
上
天
皇
有
レ
勅
、
弘
仁
元
年
権
任
流
人
等
、
皆
尽
聴
レ
入
レ
京
、

　
と
あ
り
、
淳
和
天
皇
即
位
か
ら
ほ
ど
な
く
嵯
峨
太
上
天
皇
の
勅
に
よ
っ
て
、
薬
子

の

変
の
さ
い
の
権
任
流
人
ら
が
入
京
を
許
さ
れ
た
。
弘
仁
元
年
九
月
に
左
遷
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

平
城
派
官
人
の
多
く
が
こ
の
と
き
入
京
を
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
権
任
流

人

の

す
べ
て
が
こ
の
と
き
に
許
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。

　
『
続
日
本
後
紀
』
天
長
一
〇
年
六
月
甲
子
（
九
日
）
条
で
は
、
大
赦
令
の
あ
と
に
、

　
　
又
去
弘
仁
元
年
坐
レ
事
配
流
者
、
難
三
自
陥
二
朝
憲
一
、
而
久
憐
二
論
磐
一
、
安
倍
朝

　
　
臣
清
継
、
百
済
王
愛
笙
、
故
藤
原
朝
臣
仲
成
男
等
、
並
量
徒
一
入
近
国
一
、
従
五

　
　
位
下
藤
原
朝
臣
貞
本
、
殊
放
還
レ
京
、
速
告
二
赤
県
・
、
莫
レ
後
二
青
衣
一
、
敢
以
赦

　
　
前
事
一
告
言
者
、
以
二
其
罪
・
々
レ
之
、

と
み
え
、
弘
仁
元
年
に
事
に
坐
し
て
配
流
さ
れ
た
安
倍
清
継
、
百
済
王
愛
笙
と
故
藤

原
仲
成
の
男
を
近
国
に
徒
し
入
れ
、
藤
原
貞
本
に
は
入
京
さ
せ
る
こ
と
を
許
し
た
。

安
倍
（
阿
倍
）
清
継
と
百
済
王
愛
答
は
薬
子
の
変
の
さ
い
に
、
上
皇
に
呼
応
し
て
挙

兵
せ
ん

と
し
た
越
前
の
介
と
権
少
橡
で
、
藤
原
貞
本
は
薬
子
の
子
息
で
あ
る
。
薬
子
・

仲
成
の
係
累
と
実
際
に
挙
兵
せ
ん
と
し
た
清
継
と
愛
笙
と
が
、
仁
明
即
位
後
ま
で
罪

を
許
さ
れ
ず
、
遠
国
に
配
流
の
ま
ま
留
め
置
か
れ
た
の
は
、
薬
子
の
変
の
主
謀
者
に

対
す
る
嵯
峨
朝
廷
側
の
認
識
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
帰

京
後
の
貞
本
に
関
し
て
、
赦
前
の
事
を
告
言
す
る
者
に
は
科
罪
す
る
と
付
言
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
京
都
周
辺
で
は
薬
子
や
仲
成
に
対
す
る
問
責
意
識
が
い
ま
だ
高
か
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。
薬
子
や
仲
成
の
罪
状
を
厳
し
く
糺
弾
し
た
『
日
本
後
紀
』
弘
仁

元
年
九
月
条
の
嵯
峨
の
宣
命
は
、
嵯
峨
個
人
や
『
日
本
後
紀
』
編
者
の
意
識
を
超
え

て
、
同
時
代
の
官
人
層
の
多
く
が
共
有
す
る
共
通
認
識
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
と
思

わ
れ
る
。

　
な
お
、
こ
の
記
事
の
す
ぐ
あ
と
の
天
長
一
〇
年
六
月
己
巳
（
一
四
日
）
条
に
は
、

罪
人
安
倍
清
継
を
伯
書
国
か
ら
美
作
国
へ
、
百
済
王
愛
笙
を
安
房
国
か
ら
参
河
国
へ

そ
れ
ぞ
れ
移
し
た
こ
と
が
み
え
る
。
ま
た
、
同
年
六
月
辛
未
（
一
六
日
）
条
で
は
、

天
長
二

年
に
日
向
国
よ
り
豊
前
国
に
遷
配
し
た
罪
人
藤
原
永
主
、
同
山
主
、
藤
主
ら

を
備
前
国
に
移
し
、
越
前
国
に
配
さ
れ
て
い
た
永
野
浄
津
と
能
登
国
に
配
さ
れ
て
い

た
伊
勢
安
麻
呂
を
並
び
に
若
狭
国
に
移
し
た
と
あ
る
。
佐
伯
氏
や
福
井
氏
が
指
摘
す

　
　
　
（
3
9
）

る
よ
う
に
、
藤
原
永
主
・
山
主
・
藤
主
は
お
そ
ら
く
兄
弟
で
、
藤
原
仲
成
の
子
息
と
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考
え
ら
れ
る
。
六
月
甲
子
条
に
み
え
た
「
故
藤
原
朝
臣
仲
成
男
」
を
近
国
に
徒
し
入

れ

よ
と
の
命
令
を
実
施
し
た
の
が
こ
の
記
事
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
永
主
・
山

主

ら
と
同
時
に
近
国
へ
移
配
さ
れ
た
永
野
浄
津
と
伊
勢
安
麻
呂
も
薬
子
の
変
へ
の
連

坐
者
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上

を
要
す
る
に
、
薬
子
の
変
に
連
坐
し
て
配
流
さ
れ
た
官
人
の
う
ち
、
多
く
の

者

は
淳
和
即
位
後
ほ
ど
な
く
入
京
を
許
さ
れ
た
が
、
仲
成
・
薬
子
の
子
息
と
越
前
で

蜂
起
せ
ん

と
し
た
安
倍
清
継
・
百
済
王
愛
笙
ら
は
そ
の
後
も
許
さ
れ
ず
、
仁
明
即
位

後

し
ば
ら
く
し
て
薬
子
の
男
貞
本
の
み
入
京
を
許
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
他
は
近
国

へ
移
配

さ
れ
る
に
留
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
薬
子
の
変
の
主
謀
者
と
し
て

大
き
な
責
任
を
問
わ
れ
た
の
は
、
や
は
り
仲
成
・
薬
子
と
越
前
国
司
の
二
人
で
あ
っ

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
う
し
た
事
実
は
、
変
の
さ
い
の
仲
成
・
薬
子
を
断
罪
す

る
嵯
峨
宣
命
の
趣
旨
と
も
合
致
し
、
同
宣
命
が
必
ず
し
も
『
日
本
後
紀
』
編
者
の
認

識
の
み

を
示
す
の
で
は
な
く
、
同
時
代
の
共
通
認
識
を
あ
る
程
度
反
映
し
て
い
る
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
私
は
前
稿
に
お
い
て
、
南
北
朝
時
代
の
東
寺
の
寺
史
『
東
宝
記
』
の
記
載
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

も
と
づ
き
、
ま
た
河
内
祥
輔
氏
の
研
究
な
ど
を
参
照
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
結
論

　
　
　
（
4
1
）

を
述
べ
た
。

　
　
桓
武
崩
御
の
さ
い
に
、
安
殿
・
神
野
・
大
伴
の
三
親
王
が
各
一
〇
ヶ
年
ず
つ
統

　
　
治
す
べ
き
こ
と
を
遺
勅
し
、
ま
ず
平
城
が
即
位
し
神
野
が
立
太
子
し
た
が
、
平

　
　
城

は
桓
武
の
遺
勅
を
破
っ
て
、
第
三
子
高
岳
親
王
を
立
太
子
さ
せ
る
た
め
、
神

　
　

野
廃
太
子
計
画
を
立
て
た
。
し
か
し
、
神
野
や
そ
の
春
宮
坊
を
中
心
と
す
る
官

　
　
人

層
の
抵
抗
の
た
め
、
平
城
の
計
画
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
平
城
が
神
野
親
王
の
廃
太
子
を
図
っ
た
と
す
る
と
、
平
城
即
位
前
後

か

ら
、
平
城
と
神
野
（
嵯
峨
）
と
の
間
に
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

両
者
お

よ
び
両
派
官
人
の
間
に
は
、
桓
武
の
遺
勅
に
淵
源
を
も
つ
皇
位
継
承
に
ま
つ

わ
る
対
立
が
存
在
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
神
野
廃
太
子
計
画
に
挫
折
し
た
平

城

は
、
治
世
三
ヶ
年
ほ
ど
で
早
々
に
譲
位
す
る
。
そ
の
理
由
は
一
般
に
病
気
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
背
景
を
探
る
上
で
興
味
深
い
の
が
、
東
寺
所
蔵
の
『
東
宝

記
』
原
本
の
う
ち
草
稿
本
た
る
第
三
巻
、
鎮
守
八
幡
宮
条
に
み
え
る
次
の
記
事
で
あ

華　
　
私
云
、
（
中
略
）
伍
先
平
城
天
皇
御
治
天
之
処
、
以
二
高
岳
親
王
癖
繊
避
徒
髄
⇒
叉
㎜

　
　
繍
艇
、
奉
レ
立
’
春
宮
・
、
欲
レ
有
御
譲
位
一
、
髪
嵯
峨
天
皇
有
レ
御
」
参
ー
詣
　
桓
武
御

　
　
廟
一
被
二
訴
申
一
之
、
陰
霧
頻
起
、
隔
二
丈
余
’
不
レ
見
人
白
ハ
一
、
平
城
天
皇
殊
有
御

　
　
恐
怖
一
、
十
ケ
年
之
内
以
後
五
ケ
年
・
被
レ
避
進
　
嵯
峨
天
皇
・
畢
、
防
首
尾
十

　
　
五

ケ
年
欲
レ
有
・
御
治
世
之
処
、
主
末
五
ケ
年
、
任
’
桓
武
叡
旨
’
、
可
レ
有
御

　
　
治
世
一
之
由
、
平
城
天
皇
難
レ
被
レ
仰
之
、
嵯
峨
天
皇
依
レ
無
二
御
承
引
・
、
平
城
於
一

　
　
南
京
一
被
レ
召
二
官
軍
、
欲
レ
被
レ
責
二
北
京
一
、
伍
嵯
峨
官
軍
数
千
騎
発
’
向
南
都
、

　
　
平
城
之
官
軍
不
レ
及
・
合
戦
一
散
・
失
方
々
一
畢
、
是
併
大
師
加
持
之
力
、
八
幡
擁
護

　
　
之
故
也
、

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
平
城
は
神
野
廃
太
子
計
画
の
さ
い
に
桓
武
御
廟
（
桓
武
天
皇
陵
）

が
現

し
た
怪
異
を
恐
れ
て
、
一
〇
ヶ
年
の
治
世
の
う
ち
後
半
五
ヶ
年
を
嵯
峨
に
避
り

進
め
て
譲
位
し
た
。
こ
こ
に
嵯
峨
は
首
尾
一
五
ヶ
年
の
治
世
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
平
城
は
桓
武
の
叡
旨
に
従
い
、
主
末
五
ヶ
年
の
統
治
を
行
い
た
い
、
つ
ま
り

嵯
峨
が
一
〇
ヶ
年
統
治
し
た
あ
と
、
残
り
の
五
ヶ
年
を
平
城
が
統
治
し
た
い
と
願
い

出
た
が
、
嵯
峨
が
こ
の
提
案
を
承
引
し
な
か
っ
た
た
め
、
平
城
が
南
京
に
お
い
て
官

軍

を
召
し
、
北
京
を
攻
め
ん
と
し
た
。
し
か
し
、
嵯
峨
の
官
軍
数
千
騎
が
南
京
に
発

向
し
た
た
め
、
平
城
の
官
軍
は
合
戦
に
及
ば
ず
方
々
に
散
り
失
せ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。

　
一
見
す
る
と
荒
唐
無
稽
な
話
で
あ
る
が
、
増
補
本
に
比
べ
て
原
本
『
東
宝
記
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

記
載

に
は
大
き
な
矛
盾
が
見
ら
れ
な
い
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
記
載
に
従

え
ば
、
平
城
天
皇
の
譲
位
と
復
位
を
め
ぐ
る
経
緯
が
判
然
と
す
る
点
も
興
味
深
い
。

す
な
わ
ち
、
平
城
は
桓
武
の
遺
勅
に
従
い
、
平
城
一
〇
ヶ
年
、
嵯
峨
一
〇
ヶ
年
の
統

治
を
前
提
に
し
た
上
で
、
自
ら
は
主
末
の
五
ヶ
年
を
統
治
し
た
い
の
で
、
中
間
の
一

〇

ヶ
年
を
嵯
峨
が
統
治
す
る
よ
う
に
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
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平
城

は
意
図
的
に
三
年
ほ
ど
統
治
し
た
だ
け
で
譲
位
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
譲

位
後
の
平
城

は
当
初
は
嵯
峨
が
一
〇
ヶ
年
の
統
治
を
終
え
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
た

め
、
大
同
五
年
七
月
に
嵯
峨
が
病
気
の
た
め
神
璽
を
返
還
し
て
途
中
退
位
し
よ
う
と

し
て
も
、
こ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
大
同
四
年
四
月
の
平
城
の
譲
位
、
翌

年
七
月
の
嵯
峨
の
退
位
意
向
な
ど
、
病
気
を
理
由
と
す
る
不
可
解
な
動
き
は
、
い
ず

れ

も
皇
位
継
承
者
の
最
終
指
名
権
を
握
ろ
う
と
す
る
平
城
・
嵯
峨
の
駆
け
引
き
を
示

す
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

要
す
る
に
、
薬
子
の
変
に
い
た
る
政
治
過
程
の
な
か
で
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

の

は
、
桓
武
の
遺
勅
の
存
在
と
、
平
城
が
そ
れ
を
覆
し
て
自
ら
の
直
系
に
皇
位
を

伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
を
平
城
の
側
に
引
き
付
け
て
考
え
て
み

れ

ば
、
神
野
廃
太
子
計
画
の
失
敗
後
、
平
城
は
あ
く
ま
で
も
嵯
峨
の
あ
と
の
皇
位
の

行
方
を
気
に
か
け
て
い
る
と
い
え
る
。
嵯
峨
が
一
〇
ヶ
年
統
治
し
た
あ
と
、
平
城
が

数
年
間
復
位
し
、
高
岳
へ
の
皇
位
継
承
を
よ
り
確
実
に
せ
ん
と
企
図
し
て
い
る
の
で

　
（
4
4
）

あ
る
。
平
城
宮
に
遷
っ
て
平
城
派
官
人
を
伺
候
さ
せ
、
近
江
・
越
前
・
伊
勢
方
面
に

勢
力
を
扶
植
し
た
の
も
、
平
安
京
以
外
の
地
に
平
城
派
の
力
を
蓄
え
る
た
め
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
嵯
峨
が
将
来
に
お
け
る
平
城
の
復
位
を
認
め
る
気
配
が
な
か
っ
た
た
め
、

早
め
に
譲
位
し
た
こ
と
を
後
悔
し
は
じ
め
、
嵯
峨
が
平
城
派
官
人
の
要
職
を
解
任
し
、

三

国
府
と
故
関
を
固
め
た
こ
と
を
知
る
と
、
薬
子
ら
の
勧
め
に
従
い
、
伊
勢
へ
向
か

お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
↓
○
月
壬
午
条
の
阿
保
親
王
亮

伝
に
、
「
大
同
之
季
、
天
皇
禅
二
国
於
皇
太
弟
べ
遷
二
御
平
城
宮
↓
弘
仁
元
年
太
上
天
皇
心

悔
、
而
有
－
入
レ
東
之
謀
一
」
と
あ
る
の
は
、
平
城
が
譲
位
を
後
悔
し
て
東
国
入
り
を
謀
っ

た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
七
月
庚
子
条
の
藤

原
真
雄
卒
伝
に
、
「
既
而
一
女
進
レ
謀
、
天
皇
擬
レ
入
二
干
伊
勢
一
」
と
あ
り
、
『
類
聚
国

史
』
弘
仁
一
二
年
八
月
辛
巳
条
の
上
毛
野
頴
人
卒
伝
に
、
「
太
上
皇
容
二
用
女
謁
べ
将
レ

向
二
東
国
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
皇
の
東
国
入
り
が
薬
子
の
勧
め
を
容
れ
た
も
の

で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
変
直
前
の
八
月
二
九
日
に
は
仲
成
が

伊
勢
守
に
な
っ
て
お
り
、
高
岳
親
王
の
生
母
は
伊
勢
老
人
の
女
継
子
で
あ
っ
た
（
『
日

本
三

代
実
録
』
元
慶
五
年
一
〇
月
三
日
条
）
。
薬
子
は
こ
う
し
た
事
情
を
勘
案
し
て
、

上
皇

に
伊
勢
入
り
を
勧
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
平
城
の
伊
勢
入
り
は
窮
余
の
策
で
は

あ
っ
た
ろ
う
が
、
け
っ
し
て
挙
兵
の
準
備
を
欠
い
た
場
あ
た
り
的
な
行
動
で
あ
っ
た

訳
で

は
な
い
。
平
城
は
仲
成
を
中
心
に
近
江
・
越
前
・
伊
勢
方
面
に
お
い
て
準
備
を

進
め

て

い

た
が
、
嵯
峨
側
の
先
制
攻
撃
に
よ
り
封
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
こ
れ
を
嵯
峨
側
の
眼
で
み
る
と
、
嵯
峨
は
桓
武
の
遺
勅
を
根
拠
に
、
平
城
・

嵯
峨
・
淳
和
へ
と
順
次
皇
位
を
引
き
渡
す
こ
と
を
企
図
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
は
多
く
の
官
人
層
の
支
持
が
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
平
城
側
が
高
岳
へ

の

皇
位
継
承
を
万
全
な
も
の
と
す
る
た
め
、
早
々
に
退
位
し
て
嵯
峨
統
治
後
の
復
位

を
計
画
す
る
と
、
こ
れ
を
明
確
に
拒
絶
し
、
平
城
側
に
対
抗
す
る
た
め
、
大
伴
親
王

派
の

官
人
を
自
派
に
取
り
込
ん
だ
。
平
城
側
が
近
江
・
越
前
な
ど
に
勢
力
を
扶
植
す

る
な
か
、
嵯
峨
は
大
伴
と
の
連
携
態
勢
を
整
え
、
弘
仁
元
年
九
月
に
大
き
な
一
手
を

打
っ
た
。
近
江
・
越
前
・
美
濃
の
三
国
府
と
故
関
を
鎮
固
す
る
と
と
も
に
、
平
城
派

官
人
か
ら
衛
府
・
国
司
な
ど
の
任
を
取
り
上
げ
、
そ
の
後
任
に
嵯
峨
派
官
人
を
任
命

し
て
、
山
城
・
大
和
と
要
衝
国
を
押
さ
え
た
の
で
あ
る
。

　
薬
子
の
変
は
結
果
的
に
は
大
き
な
争
乱
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
が
、
仲
成
ら
が
着

実

に
平
城
派
の
勢
力
を
扶
植
し
、
蜂
起
に
向
か
お
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
先
制

攻
撃
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
争
乱
を
未
然
に
防
い
だ
危
う
い
政
治
的
事
件
で

あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
以

上
、
主
と
し
て
福
井
俊
彦
氏
の
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
、
平
城
・
嵯
峨
両
派
官

人
の
動
向
を
探
り
つ
つ
、
薬
子
の
変
に
い
た
る
原
因
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
論
じ
て

き
た
。
そ
の
要
点
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

一

、
桓
武
は
崩
御
の
さ
い
に
安
殿
・
神
野
・
大
伴
の
三
親
王
が
各
］
○
ヶ
年
ず
つ
統

87



国立歴史民俗博物館研究報告

　第134集2007年3月

治
す
べ
き
こ
と
を
遺
勅
し
た
が
、
平
城
は
こ
れ
を
破
っ
て
、
第
三
子
高
岳
親
王
を

皇
位
に
つ
け
よ
う
と
し
、
神
野
の
廃
太
子
を
計
画
し
た
。
薬
子
の
変
の
遠
因
は
神

　
野
廃
太

子
計
画
に
も
通
じ
る
こ
の
皇
位
継
承
問
題
で
あ
り
、
平
城
の
即
位
前
後
か

　
ら
平
城
派
と
嵯
峨
派
の
両
派
官
人
の
対
立
は
は
じ
ま
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

二
、
神
野
の
廃
太
子
に
失
敗
し
た
平
城
は
、
三
年
ほ
ど
の
治
世
で
譲
位
し
た
。
こ
れ

　
は
嵯
峨
が
一
〇
ヶ
年
統
治
し
た
の
ち
平
城
が
数
年
間
復
位
し
て
、
高
岳
へ
の
皇
位

　
継
承
を
よ
り
確
実
に
し
よ
う
と
の
意
図
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
嵯
峨
が
平
城

　
の

こ
の
提
案
を
拒
絶
し
た
た
め
、
平
城
は
譲
位
し
た
こ
と
を
後
悔
し
は
じ
め
、
嵯

　
峨
側
と
の
対
立
を
さ
ら
に
深
め
て
い
っ
た
。

三
、
薬
子
の
変
の
直
前
に
は
、
平
城
派
の
官
人
が
衛
府
や
要
衝
国
の
国
司
に
任
じ
、

　
か

つ
て

北
陸
道
観
察
使
で
あ
っ
た
藤
原
仲
成
ら
が
越
前
方
面
な
ど
で
平
城
派
の
勢

　
力
拡
大
に
努
め
て
い
た
。
こ
の
た
め
嵯
峨
側
は
弘
仁
元
年
九
月
、
平
城
派
官
人
の

　
衛
府
や
国
司
の
任
を
解
き
、
彼
ら
を
辺
遠
国
に
左
遷
す
る
と
と
も
に
、
自
派
の
官

　
人

で
衛
府
と
要
衝
国
を
固
め
た
。
ま
た
三
国
府
と
故
関
に
遣
使
し
て
鎮
固
し
、
平

　
城
側
の
蜂
起
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
に
成
功
し
た
。

四
、
薬
子
の
変
で
は
越
前
・
近
江
・
伊
勢
方
面
に
勢
力
を
扶
植
し
た
仲
成
の
活
動
が

　
突
出
し
て
お
り
、
平
城
の
藩
邸
の
旧
臣
の
多
く
は
平
城
に
同
調
し
な
か
っ
た
。
変

　
に

お

け
る
平
城
上
皇
の
主
体
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
藤
原
種
継
の
復
権
・
顕
彰

　
が
図
ら
れ
た
事
実
や
、
薬
子
・
仲
成
の
係
累
が
乱
後
も
長
く
許
さ
れ
な
か
っ
た
事

　
実

を
勘
案
す
る
と
、
薬
子
・
仲
成
が
や
は
り
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ

　

と
を
認
め
な
い
訳
に
は
ゆ
か
な
い
。

　
長

岡
遷
都
と
平
安
遷
都
を
断
行
し
た
桓
武
は
、
平
安
京
を
万
代
宮
と
定
め
て
、
他

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

宮
へ
の
遷
都
を
禁
じ
た
。
ま
た
私
見
に
よ
る
と
、
桓
武
は
安
殿
・
神
野
・
大
伴
の
三

親
王
が
順
々
に
登
極
す
る
こ
と
を
遺
勅
し
た
。
桓
武
は
自
ら
が
作
り
上
げ
た
王
都
と

王
統
が
安
定
的
に
継
続
す
る
こ
と
を
願
い
、
そ
の
意
思
を
官
人
層
に
も
浸
透
す
る
形

で

言
い
残
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
平
城
は
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
か
。
河

内
祥
輔
氏
は
、
平
城
は
高
岳
の
立
太
子
を
実
現
す
る
た
め
、
桓
武
の
定
め
た
皇
位
継

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

承
計
画
に
反
逆
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
瀧
浪
貞
子
氏
に
よ
る
と
、
薬
子
・
仲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

成
は
桓
武
へ
の
抵
抗
と
し
て
、
平
安
京
を
否
定
し
、
平
城
還
都
を
計
画
し
た
と
い
う
。

　
平
城
・
薬
子
・
仲
成
に
と
っ
て
、
王
都
・
王
統
に
関
す
る
桓
武
の
構
想
は
否
定
す

べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
遺
命
を
無
視
し
て
、
高
岳
立
太
子
を
実
現
し
、

平
城
遷
都
を
計
画
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
薬
子
の
変
は
桓
武
の
構
想
を

肯
定
す
る
か
否
定
す
る
か
の
戦
い
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
平
城
の
試
み
に

は
藩
邸
の
旧
臣
の
多
く
が
同
調
し
な
か
っ
た
。
桓
武
の
構
想
は
大
多
数
の
官
人
層
に

支
持

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
薬
子
の
変
に
お
け
る
嵯
峨
派
の
勝
利
は
、
桓
武
の
構

想
が
名
実
と
も
に
定
着
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

註（
1
）
　
西
本
昌
弘
「
桓
武
改
葬
と
神
野
親
王
廃
太
子
計
画
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
二
五
九
、
二
〇
〇

　
五
年
）
。

（
2
）
　
薬
子
の
変
に
関
す
る
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
高
田
淳
「
平
安
前
期
の
政
変
」
（
『
日
本
古
代
史

　

研
究
事
典
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
五
年
）
、
佐
々
木
恵
介
「
薬
子
の
変
」
（
『
歴
史
と
地
理
』
五

　
　
一
四
、
一
九
九
八
年
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
3
）
　
川
上
多
助
『
平
安
朝
史
』
上
一
（
内
外
書
籍
株
式
会
社
、
一
九
三
九
年
）
九
八
頁
。

（
4
）
　
門
脇
禎
二
「
薬
子
の
変
の
史
的
位
置
」
（
『
寧
楽
史
苑
』
一
〇
、
一
九
六
二
年
）
、
同
「
律
令
体

　

制
の
変
貌
」
（
『
日
本
古
代
政
治
史
論
』
塙
書
房
、
一
九
八
一
年
。
初
出
は
一
九
六
二
年
）
。

（
5
）
　
大
塚
徳
郎
「
平
城
朝
の
政
治
」
（
『
平
安
初
期
政
治
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
。

　
初
出
は
一
九
五
九
年
）
。
三
〇
頁
、
三
三
頁
。

（
6
）
　
佐
藤
虎
雄
「
桓
武
朝
の
皇
親
を
め
ぐ
り
て
」
（
『
古
代
学
』
一
〇
ー
二
・
三
・
四
、
一
九
六
二

　
　
年
）
二
五
二
頁

（
7
）
　
目
崎
徳
衛
「
平
城
朝
の
政
治
史
的
考
察
」
（
『
平
安
文
化
史
論
』
桜
楓
社
、
一
九
八
三
年
。
初

　
　
出
は
一
九
六
二
年
）
。

（
8
）
　
佐
伯
有
清
「
新
撰
姓
氏
録
編
纂
の
時
代
的
背
景
」
（
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
研
究
篇
、
吉
川

　
　
弘
文
館
、
一
九
六
三
年
）
一
九
七
～
二
〇
九
頁
。

（
9
）
　
林
陸
朗
「
藤
原
緒
嗣
と
藤
原
冬
嗣
」
（
『
上
代
政
治
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九

　
　
年
。
初
出
は
一
九
六
二
年
）
二
一
二
頁
。

（
1
0
）
　
渡
辺
直
彦
「
嵯
峨
院
司
の
研
究
」
（
『
日
本
古
代
官
位
制
度
の
基
礎
的
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

　
　
一
九
七
二
年
。
初
出
は
一
九
六
五
年
）
二
六
一
頁
。

（
1
1
）
　
北
山
茂
夫
「
平
城
上
皇
の
変
に
つ
い
て
の
一
試
論
」
（
『
続
万
葉
の
世
紀
』
東
京
大
学
出
版
会
、
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一
九
七
五
年
。
初
出
は
一
九
六
三
年
）
。

（
1
2
）
　
佐
藤
宗
諄
「
嵯
峨
天
皇
論
」
三
平
安
前
期
政
治
史
序
説
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
）
。

（
1
3
）
　
橋
本
義
彦
「
“
薬
子
の
変
”
私
考
」
（
『
平
安
貴
族
』
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
。
初
出
は
↓
九
八

　
　

四
年
）
。

（
1
4
）
　
瀧
浪
貞
子
「
薬
子
の
変
と
上
皇
別
宮
の
出
現
」
（
『
日
本
古
代
宮
廷
社
会
の
研
究
』
思
文
閣
出

　
　
版
、
一
九
九
一
年
。
初
出
は
一
九
八
〇
年
）
、
同
「
薬
子
の
変
」
（
同
上
書
所
収
。
初
出
は
一
九

　
　

八
八
年
）
。

（
1
5
）
　
『
公
卿
補
任
』
延
暦
三
年
、
藤
原
種
継
の
条
に
「
大
同
四
年
四
月
十
二
日
、
贈
太
政
大
臣
」
、
『
尊

　
　
卑
分
脈
』
第
二
篇
、
藤
原
種
継
の
項
に
「
大
同
四
十
二
・
贈
太
政
大
臣
、
正
一
位
」
と
あ
る
。

　
　
ま
た
、
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
元
年
九
月
丁
未
条
の
嵯
峨
宣
命
に
お
い
て
も
、
種
継
の
こ
と
を
「
贈

　
　
太
政
大
臣
藤
原
朝
臣
」
と
称
し
て
い
る
。

（
1
6
）
　
北
山
茂
夫
註
（
1
1
）
論
文
三
〇
五
～
三
〇
六
頁
。

（
1
7
）
　
佐
藤
宗
諄
註
（
1
2
）
論
文
一
〇
六
～
一
〇
七
頁
。

（
1
8
）
　
瀧
浪
貞
子
註
（
1
4
）
著
書
二
七
四
頁
、
三
二
二
頁
。

（
1
9
）
　
橋
本
義
彦
註
（
1
3
）
論
文
五
八
頁
。

（
2
0
）
　
佐
伯
有
清
註
（
8
）
論
文
二
〇
六
～
二
〇
七
頁
。

（
2
1
）
　
渡
辺
直
彦
註
（
1
0
∀
論
文
二
六
一
頁
。

（
2
2
）
黛
弘
道
「
藤
原
薬
子
」
（
笠
原
一
男
編
『
日
本
女
性
史
』
一
、
め
く
る
め
く
王
朝
の
女
、
評
論

　
　
社
、
一
九
七
二
年
）
。

（
2
3
）
　
佐
藤
宗
諄
註
（
1
2
）
論
文
一
〇
七
～
一
〇
八
頁
。

（
2
4
）
　
目
崎
徳
衛
註
（
7
）
論
文
六
七
頁
。

（
2
5
）
　
目
崎
徳
衛
註
（
7
）
論
文
六
七
頁
。
多
田
一
臣
「
藤
原
薬
子
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
六
五

　
　
－
八
、
二
〇
〇
〇
年
）
六
五
頁
も
、
同
じ
記
事
に
よ
り
、
平
城
上
皇
に
は
復
位
の
意
志
が
な
か
っ

　
　
た
と
述
べ
て
い
る
。

（
2
6
）
　
福
井
俊
彦
「
薬
子
の
変
と
官
人
」
（
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
二
四
、
一
九

　
　
七

八
年
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
イ

（
2
7
）
　
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
『
公
卿
補
任
』
の
弘
仁
七
年
、
良
峯
安
世
の
尻
付
に
は
「
八
月
［
國
辰

　
　
　
ク
イ
ロ
く
ロ

　
　
」
権
右
中
弁
」
と
あ
り
、
安
世
が
権
右
少
（
中
）
弁
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
弘
仁
元
年
八
月
説
と
七

　
　
月
説
が
両
存
し
た
。
『
日
本
逸
史
』
は
七
月
戊
辰
説
に
立
っ
て
い
る
が
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の

　
　
伏
見
宮
本
『
弁
官
叙
任
勘
例
』
に
「
弘
仁
元
八
－
兼
権
右
少
弁
」
と
あ
る
の
で
、
八
月
説
を
採

　
　
用
し
た
。

（
2
8
）
　
福
井
俊
彦
註
（
2
6
）
論
文
八
〇
頁

（
2
9
）
　
福
井
俊
彦
註
（
2
6
）
論
文
八
〇
頁

（
3
0
）
　
福
井
俊
彦
註
（
2
6
）
論
文
八
〇
頁

（
3
1
）
　
『
類
聚
国
史
』
巻
二
五
、
帝
王
部
五
、
太
上
天
皇
、
大
同
四
年
＝
月
丁
未
条
に
は
「
左
近
衛

　
　
少
将
従
五
位
下
藤
原
真
本
」
と
あ
る
が
、
「
真
本
」
は
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
柳
原
家
本
な
ど
は
「
貞

　
　

本
」
と
作
る
の
で
、
「
貞
本
」
と
す
る
の
が
正
し
い
（
福
井
俊
彦
注
（
2
6
）
論
文
八
〇
頁
参
照
）
。

（
3
2
）
　
福
井
俊
彦
註
（
2
6
）
論
文
七
五
頁

（
3
3
）
　
大
塚
徳
郎
註
（
5
）
論
文
三
〇
～
三
一
頁
。

（
3
4
）
　
訳
注
日
本
史
料
『
日
本
後
紀
』
（
集
英
社
、
二
〇
〇
三
年
）
五
二
〇
頁
頭
注
。

（
3
5
）
　
北
山
茂
夫
註
（
1
1
）
論
文
三
三
五
頁
。

（
3
6
）
　
目
崎
徳
衛
註
（
7
）
論
文
七
〇
頁
。

（3
7
）
　
福
井
俊
彦
註
（
2
6
）
論
文
。

（
3
8
）
　
俣
野
好
治
「
権
任
国
司
の
任
命
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
二
二
、
↓
九
八
九
年
）

　
　

七
四
～
七
六
頁
。

（
3
9
）
　
佐
伯
有
清
註
（
8
）
論
文
二
〇
八
頁
、
福
井
俊
彦
注
（
2
6
）
論
文
八
四
頁
。

（
4
0
）
　
河
内
祥
輔
『
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
。

（
4
1
）
　
西
本
昌
弘
註
（
1
）
論
文
。

（
4
2
）
　
東
宝
記
刊
行
会
編
『
国
宝
東
宝
記
原
本
影
印
〈
巻
一
～
巻
四
〉
』
（
東
京
美
術
、
↓
九
八
二
年
）
。

（
4
3
）
　
刊
本
の
『
東
宝
記
』
（
続
々
群
書
類
従
第
一
二
所
収
）
で
は
、
本
文
に
掲
出
し
た
箇
所
の
う
ち
、

　
　
平
城
が
主
末
五
ヶ
年
の
統
治
を
求
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
ず
、
逆
に
「
吉
人
将
軍
」
を
大
将
と
し

　
　
て

北
京
を
責
め
た
こ
と
、
坂
上
田
村
丸
が
「
木
幡
山
」
に
発
向
し
て
防
戦
し
た
こ
と
な
ど
、
草

　
　
稿
本

に
は
み
え
な
い
事
実
が
記
さ
れ
て
い
る
。
草
稿
本
の
「
私
云
」
が
果
宝
の
手
に
な
る
も
の

　
　
と
す
る
と
、
刊
本
の
記
載
は
賢
宝
が
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
が
、
坂
上
田
村
丸

　
　
が

「木
幡
山
」
で
防
戦
し
た
こ
と
な
ど
は
歴
史
的
事
実
と
は
認
め
が
た
い
。

（
4
4
）
　
蒲
生
崇
之
「
な
ぜ
平
城
上
皇
は
遷
都
を
命
じ
た
か
」
（
『
北
大
史
学
』
二
八
、
↓
九
八
八
年
）

　
　

は
、
嵯
峨
天
皇
の
天
皇
と
し
て
の
権
威
の
低
さ
を
想
定
し
、
嵯
峨
は
高
岳
が
成
長
す
る
ま
で
の

　
　
中
継
ぎ
と
し
て
即
位
し
た
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
の
客
観
的
事
実
を
述
べ
た
も
の
と

　
　
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
平
城
側
の
主
観
的
な
思
惑
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
は
考
え
う
る
想

　
　
定
で
あ
る
。

（
4
5
）
　
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
元
年
九
月
丁
未
条
の
嵯
峨
宣
命
中
に
、
桓
武
が
平
安
京
を
「
万
代
宮
」
と

　
　
定
め
た
こ
と
が
み
え
る
。
ま
た
、
『
平
家
物
語
』
巻
五
に
は
、
桓
武
が
八
尺
の
土
人
形
を
作
り
、

　
　
鉄
の
鎧
甲
を
着
せ
、
鉄
の
弓
矢
を
持
た
せ
て
、
東
山
嶺
に
立
て
、
「
末
代
に
此
都
を
他
国
へ
移
す

　
　
事
あ
ら
ば
、
守
護
神
と
な
る
べ
し
」
と
祈
願
し
た
と
あ
る
。

（
4
6
）
　
河
内
祥
輔
註
（
3
9
）
著
書
＝
ハ
六
頁
。

（
4
7
）
　
瀧
浪
貞
子
註
（
1
4
）
著
書
二
七
三
頁
、
三
二
］
頁
。
齋
藤
融
「
『
日
本
後
紀
』
と
そ
の
時
代
ー
薬

　
　
子
の
変
」
（
『
歴
史
読
本
』
四
五
ー
九
、
二
〇
〇
〇
年
）
九
七
頁
も
、
平
城
上
皇
が
平
城
遷
都
を

　
　
企
図
し
た
理
由
と
し
て
、
桓
武
の
行
っ
た
事
業
の
否
定
も
考
え
ら
れ
る
と
す
る
。

　
　
　
（
関
西
大
学
文
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二
〇

〇

六
年
五
月
三
↓
日
受
理
、
二
〇
〇
六
年
八
月
一
〇
日
審
査
終
了
）
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The　Kusuko　Up㎡sing　alld　its　Backgrollnd

NlsHIMoTo　Masahiro

　　　In　recent　years，　it　has　become　accepted　that　retired　emperor　Heizei　played　a　m司or　role　in　the　Kusuko　Incident，

which　is　at　odds　with　the　old　theory　that　emphasized　the　roles　played　by　Fujiwara　no　Kusuko　and　Fujiwara　no　Nakanari．

This　has　even　been　accompanied　by　vociferolls　claims　that　the　name　of　the　incident　should　be　changed　from　the“Kusuko

Incident”to　the“Retired　Emperor　Heizei　IIlcident”．　However，　stressing　that　Emperor　Heizei　played　an　active　role　and

attaching　importance　to　the　actions　of　Kusuko　and　Nakanari　are　not　necessarily　contradictory．　In　a　previous　paper　the

author　suggested　that　it　is　possible　that　Emperor　Kammu　had　left　a　will　concerning　accession　to　the　throne．　The　author

also　examined　retired　Emperor　Heizei’splan永）r　getting　rid　of　Crown　Prince　Kamino．　It　is　the　autho〆s　opinion　that　the

Kusuko　Incident　can　be　understood　within　the　context　of　a　series　of　events　as　well　as　the　plot　to　remove　Crown　Prince

Kamino，　which　was　premised　on　Emperor　Kamlnu’s　wil1．

　　　The　author　examined　the血ctors　that　led　to　the　Kusuko　Inddent　and　their　background　by　looking　back　at　the　history

of　research　on　this　topic　alld　conducting　a　further　investigation　of　the　movements　of　both　theねction　of　of丘cials　aligned

with　Heizei　and　the　faction　of　of6cials　aligned　with　Saga．

　　　When　he　died，　Emperor　Kammu　willed　that　the　three　princes　Ate，　Kamino　and　Otomo　should　each　reign　fbr　ten

years．　However，　Emperor　Heizei　failed　to　observe　this　and　sought　to　put　his　third　son　Takaoka　on　the　throne，　thereby

plotting　to　stop　Prince　Kamino　fξom　becoming　Crown　Prince．　Consequently，　a　remote　cause　of　the　Kusuko　Incident

was　this　problem　of　succession　to　the　imperial　throne，　which　was　also　related　to　the　plan　to　remove　Crown　Prince　Ka－

mino．　The　con丘ontation　between　the　Heizei　faction　and　Saga　faction　of　of6cials　had　apparently　begun　around　the　time

Heizei　ascended　to　the　throne．

　　　Emperor　Heizei，　who　had　failed　in　his　bid　to　remove　Crown　Prince　Kamino，　retired　after　reigning　fbr　about　three

years．　He　did　so　intending　to　restore　himself　to　the　throne　fbr　several　years　after　Emperor　Saga　had　reigned　fOr　ten

years　so　that　he　could　then　ensure　that　Prince　Takaoka　became　emperor．　However，　because　Saga　thwarted　Heizei’s

plan，　Heizei　began　to　regret　his　retirement　and　intensi6ed　hostilities　with　the　Saga　camp．

　　　Immediately　prior　to　the　Kusuko　Incident，　officials　from　the　Heizei　faction　were　appointed　as　commander　of　the　na－

tional　military　fbrces　and　as　regional　administrator　of　the　region　a（Uoining　the　capitaL　Together　with　his　men，　Fuliwara

no　Nakanari，　who　had　at　one　time　had　been　administrator　of　a　wide　area　in　Hokurikido，　strove　to　increase　the　i㎡luence

of　the　Heizei　faction　in　Echizen　and　other　areas．　As　a　result，　in　September　810　the　Saga　camp　stripped　Heizei－faction

of丘cials　of　military　and　political　duties，　and　as　well　as　demoting　them　to　provinces　near　the　capital　placed　of丘cials　from
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their　own　faction　in　the　posiSons　of　national　military　commander　and　regional　administrator　of　the　region　a（巧oining　the

capital．　In　addition，　by　blockading　the　three　provincial　governments　of　Ise，　Omi　and　Mino　and　fOrmer　checkpoints，　they

succeeded　in　preventing　an　uprising　by　the　Heizei　camp．

　　　The　activities　of　Nakanari，　who　had　continued　his　influence　in　Echizen，　Omi　and　Ise，　played　a　prominent　role　in　the

Kusuko　Incident　and　many　of　Heizeゴs　attendants　from　the　time　when　he　had　been　Crown　Prince　did　not　sympathize

with　Heizei．　It　cannot　be　denied　that　Emperor　Heizei　played　an　active　role　in　the　Kusuko　Incident．　However，　if　we　take

into　account　the　fact　that　an　attempt　was　made　to　reinstate　Kusuko’sfather　Tanetsugu　and　the　fact　that　Kusuko　and　Na－

kanari’s　sons　were　not　fOrgiven　long　after　the　incident，　we　must　acknowledge　that　Kusuko　and　Nakanari　did　indeed　play

acentral　role．

　　　Emperor　Heizei，　Kusuko　and　Nakanari　believed　that　Kammu’s　ideas　on　the　imperial　capital　and　throne　should　be

denied，　and　it　was　fOr　this　reason　that　they　ignored　the　late　empero〆s　instructions　and　made　Prince　Takaoka　Crown

Prince　and　planned　to　return　the　imperial　capital　to　He亘o．　In　conclusion，　the　Kusuko　Incident　was　a　battle　over　whether

to　a伍m　or　deny　Kamm㎡s　ideas．
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